
議 案 第４ １号 人権擁護委員の推薦について Ｐ 2

議 案 第４ ２号 令和４年度江南市一般会計補正予算（第３号） Ｐ 7

議 案 第４ ３号 江南市路上喫煙に関する条例の制定について Ｐ 16

議 案 第４ ４号 江南市市税条例等の一部改正について Ｐ 19

議 案 第４ ５号 江南市国民健康保険税条例の一部改正について Ｐ 49

議 案 第４ ６号 都市構造再編集中支援事業　布袋駅西駅前広場・
布袋駅線整備工事請負契約の締結について

Ｐ 55

議 案 第４ ７号 令和４年度江南市一般会計補正予算（第４号） Ｐ 57

議 案 第４ ８号 令和４年度江南市水道事業会計補正予算（第１
号）

Ｐ 77

報 告 第 ２ 号 損害賠償の和解及び額を定めることについての専
決処分について

Ｐ 84

報 告 第 ３ 号 損害賠償の和解及び額を定めることについての専
決処分について

Ｐ 87

報 告 第 ４ 号 令和３年度江南市水道事業会計継続費繰越計算書
について

Ｐ 90

報 告 第 ５ 号 令和３年度江南市一般会計繰越明許費繰越計算書
について

Ｐ 93

報 告 第 ６ 号 令和３年度江南市下水道事業会計予算繰越計算書
について

Ｐ 98

報 告 第 ７ 号 令和３年度江南市一般会計事故繰越し繰越計算書
について

Ｐ 100

報 告 第 ８ 号 令和４年度江南市土地開発公社の経営状況につい
て

Ｐ 103

令和４年江南市議会６月定例会議案目録

令和４年６月９日

- 1 -



令和４年議案第４１号 

人権擁護委員の推薦について 

 下記の者を人権擁護委員候補者として推薦したいから、人権擁護委員法（昭和２４

年法律第１３９号）第６条第３項の規定に基づき、議会の意見を求める。 

  令和４年６月９日提出 

江南市長  澤田 和延

記 

住  所

氏  名

生年月日

  

   沢田 富美夫

 

提案理由 

この案を提出するのは、人権擁護委員 倉地一也氏が令和４年９月３０日任期満了

するので、後任の者を推薦する必要があるからであります。 
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沢 田 富 美 夫 履 歴 

住  所

生年月日

学  歴

職  歴
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（参 考） 

人 権 擁 護 委 員 名 簿 

(令和４年６月１日現在) 

住 所 氏  名 生 年 月 日 任 期 

倉地 一也 
自令和元年10月 1日 

至令和 4年 9月30日 

柴田 広美 
自令和 2年 4月 1日 

至令和 5年 3月31日 

大池 健弘 
自令和 2年10月 1日 

至令和 5年 9月30日 

高田 愛子 
自令和 3年 4月 1日 

至令和 6年 3月31日 

仙田 桂 
自令和 3年 7月 1日 

至令和 6年 6月30日 

古田扶三子 
自令和 4年 4月 1日 

至令和 7年 3月31日 

佐口多寿枝 
自令和 4年 4月 1日 

至令和 7年 3月31日 

武馬 健之 
自令和 4年 4月 1日 

至令和 7年 3月31日 

宮川比佐子 
自令和 4年 4月 1日 

至令和 7年 3月31日 

葛西 直示 
自令和 4年 4月 1日 

至令和 7年 3月31日 
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（参 考） 

 

人権擁護委員法（抜粋） 

 （委員の使命） 

第２条 人権擁護委員は、国民の基本的人権が侵犯されることのないように監視し、

若し、これが侵犯された場合には、その救済のため、すみやかに適切な処置を採る

とともに、常に自由人権思想の普及高揚に努めることをもつてその使命とする。 

（委員の推薦及び委嘱） 

第６条 人権擁護委員は、法務大臣が委嘱する。 

２   （略） 

３ 市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、

人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事業家、

教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、青年等の

団体であつて直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員

の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなけ

ればならない。 

４及び５   （略） 

６ 人権擁護委員の推薦及び委嘱に当つては、すべての国民は、平等に取り扱われ、

人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第７条第１項第４号に規定する場合を除

く外、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて差別されてはならない。 

７及び８   （略） 

 （委員の任期） 

第９条 人権擁護委員の任期は、３年とする。但し、任期満了後も、後任者が委嘱さ

れるまでの間、その職務を行う。 
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令和４年議案第４２号 

令和４年度江南市一般会計補正予算（第３号） 

 令和４年度江南市の一般会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 189,269千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ 33,308,771千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入 

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

令和４年６月９日提出 

江南市長  澤田 和延 
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出

06,254 122,

予

279 1,328,5

算

33

補

19 繰 入 金 1,

正

703,638 66,

歳

990 1,770,6

　

28

1

入

基 金 繰 入 金 1,703,638 66,990 1,770,628

歳　　入　　合　　計 33,119,502 189,269 33,308,771

款 項 補正

第

前の額 補　正　額 計

千

１

円 千円 千円

表

15 国 庫 支 出 金 4

　

,776,615 12

歳

2,279 4,898

入

,894

歳

2 国 庫 補 助 金 1,2
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歳　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

千円 千円 千円

3 民 生 費 13,608,054 189,269 13,797,323

2 児 童 福 祉 費 5,339,073 189,269 5,528,342

歳　　出　　合　　計 33,119,502 189,269 33,308,771
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,615 122,279 4,898,894

款

19 繰 入

補

金 1,703,638

正

66,990 1,77

前

0,628

の

歳 入 合 計 33,1

予

19,502 189,

算

269 33,308,

額

771

補 正 予 算 額 計

千円 千円 千円

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

１　総括
（歳  入）

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

１　総括
（歳  入）

15 国 庫 支 出 金 4,776

13,608,054 189,269 13,797,323

歳 出 合 計 33,119,502 189,269 33,308,771

（歳  出

款 補正前の予算額 補

）

正予算額 計

千円 千円 千円

生 費3 民
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122,279 66,990

122,279 66,990

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

千円 千円 千円 千円
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２ 

額

15 国庫支出金 4,776,615 122,279 4,898,894

2 国庫補助金 1

 

,206,254 122,279 1,328,533

2 民生

科

費国庫補助金 103,

 

932 122,279 226,211

歳

   目 補  正  

 

前  の 補     

19 繰入金 1,703,

 

638 66,990 1

正

,770,628

計

1 基金繰入金 1,703,638 66,990 1,770,628

1 基金繰入金 1,703,638 66,990 1,770,628

 

款

計 33,11

項

9,502 189,2

目

69 33,308,7

予

71

１５款  国庫支

入

 

出金１５款  国庫支

 

出金 １９款  繰入金

  算    額 予    算    
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区 分 金 額

［単位：千円］　　

2児 童 福 祉 費 122,279  [こども政策課] 
補 助 金 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別 111,650

給付金給付事業費補助金
  111,650,000円×10/10
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別 10,629
給付金給付事務費補助金
  10,629,000円×10/10

節

説 

1基 金 66,990  [財政課] 
繰 入 金 江南市財政調整基金繰入金

　　明
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３　

民

10需 用 費 248

生

11役 務 費 1,070

費

補正前の 補 

12委 託 料 5,379

　

   正
特定財源

目 計

２

予

18負担金、 178

 

,640

算 額 予 

補助及び

 算 

項

 額

交

一

付 金

般財源 区  分

　

金  額

児童

計 5,339,073 189,269 5,528,342 122,279 66,990

福

国 

歳

祉

 県
地方債 その他

支出

費

金

３－

 

２

1 こ ど も 2,208,

－

539 189,269

１

2,397,808 122,279 66,9

こ

90  1報 酬 2,55

ど

2 〔低所得の子育て世

　

も

帯に対する子育て世帯

政

189,269

策費　

政 策 費

［単位：千

　

円

  生活

］

支援特別給付金支給事業〕
 3職 員 898

出

手 当 等

　

補

 4共 済 費 444

 正

３

 予 算 額 の 財

款

 源 内 訳 節

 8旅 費 38
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３　

民

   労働保険料 25  内容　対象児童1人につき80,000円の支給

生

8 旅費 38
   費用弁償

費

 明

10 需用費 248
 消耗品費 53
   事務用

２

 印刷製本費 195
   一般事業用

項

11 役務費 1,070
   郵便料 900
   口座振込手数料 170

1

事

2 委託料 5,379

  

システム構築委託料
18 負担金、補助及

児

び交付金 178,640
   低所得の子育て世帯に対する子育
   て世帯生活支援特別給付金

  

童

業 備

福

考

歳

祉費 ３－２－１　こど

〔低所得の子育て世

も

帯に対する子育て世帯

政

189,269

策費　［単位：千円

 生活

］

支援特別給付金支給事

　

業〕
1 報酬 2,552 ★★★★

出

★　政策的事業　★★★★★
   会計年度任用職員

3 職員手当等 898  〈特定財源〉
   時間外勤

３

務手当 753  国　111,650千円　111,650,000円×10/10
   期末手当 145  国　 10,629千

款

円　 10,629,000円×10/10

説 

4 共済費 444
   社会保険料 419  目的　低所得の子育て世帯に対する生活支援
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令和４年議案第４３号 

江南市路上喫煙に関する条例の制定について 

江南市路上喫煙に関する条例を別紙のとおり定めるものとする。 

  令和４年６月９日提出 

江南市長  澤田 和延

提案理由 

 この案を提出するのは、喫煙者と非喫煙者にとって、快適な環境を創造するため、

制定する必要があるからであります。 
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江南市路上喫煙に関する条例（案） 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、公共の場所における喫煙の制限や喫煙マナーの徹底について必

要な事項を定めることにより、喫煙者と非喫煙者にとって、快適な環境を創造する

ことを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

（１）公共の場所 道路、公園その他公共の用に供する場所（屋外に限る。）をいう。 

（２）路上喫煙 公共の場所において、喫煙し、又は火のついたたばこを所持するこ

とをいう。 

（３）市民等 市内に居住し、勤務し、在学し、若しくは滞在し、又は市内を通過す

る者をいう。 

（４）たばこのポイ捨て たばこの吸い殻を道路や公園、駅周辺などに捨てることを

いう。 

 （市の責務） 

第３条 市は、この条例の目的を達成するため、路上喫煙に関する必要な施策を実施

するものとする。 

 （市民等の責務） 

第４条 市民等は、たばこのポイ捨てをしてはならない。 

２ 市民等は、喫煙する場合においては、他の市民等にたばこの煙を吸わせないよう、

配慮しなければならない。 

 （路上喫煙禁止区域の指定） 

第５条 市長は、人の通行が多く、特に路上喫煙を制限する必要があると認める区域

を、路上喫煙禁止区域として指定することができる。 

２ 市民等は、路上喫煙禁止区域内においては、路上喫煙をしてはならない。ただし、

市長が特別に指定した喫煙できる場所においては、この限りでない。 

３ 市長は、第１項の規定により指定した路上喫煙禁止区域を変更し、又はその指定

を解除することができる。 

４ 市長は、路上喫煙禁止区域を指定し、若しくは変更し、又はその指定を解除する

ときは、その旨を告示するとともに、必要な措置を講じて周知するものとする。 
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 （指導及び助言） 

第６条 市長は、前条第２項の規定に違反していると認める者に対し、この条例の目

的達成に必要な限度において、職員をして必要な措置を講ずるよう指導及び助言す

ることができる。 

 （勧告及び公表） 

第７条 市長は、前条の規定による指導を受けた者が指導に従わないときは、必要な

措置を講ずるよう勧告することができる。 

２ 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が勧告に従わないときは、その旨を公

表することができる。 

 （委任） 

第８条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和５年１月４日から施行する。 
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令和４年議案第４４号 

江南市市税条例等の一部改正について 

江南市市税条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものとする。 

  令和４年６月９日提出 

江南市長  澤田 和延

提案理由 

 この案を提出するのは、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）等の一部改正に伴

い、給与所得者の扶養親族申告書について、記載事項に一定の所得を有する配偶者の

氏名を追加する等、所要の整備を図る必要があるからであります。 
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江南市市税条例等の一部を改正する条例（案） 

 （江南市市税条例の一部改正） 

第１条 江南市市税条例（昭和３０年条例第４号）の一部を次のように改正する。 

  第２０条の４中「交付」の次に「（法第３８２条の４に規定する当該証明書に住所

に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。）の」を加える。 

  第３２条第４項を次のように改める。 

４ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第３５条の３第１項に規定する確定申告

書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の記

載があるときは、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。 

  第３２条第６項を次のように改める。 

６ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第３５条の３第１項に規定する確定申告

書に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定

める事項の記載があるときは、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額に

ついては、適用しない。 

  第３３条の９第１項中「特定配当等申告書」及び「特定株式等譲渡所得金額申告

書」を「確定申告書」に改め、同条第２項中「申告書に係る年度分」を「確定申告

書に係る年の末日の属する年度の翌年度分」に改める。 

  第３５条の２第１項ただし書中「所得税法第２条第１項第３３号の４に規定する

源泉控除対象配偶者」を「所得割の納税義務者（前年の合計所得金額が９００万円

以下であるものに限る。）の法第３１４条の２第１項第１０号の２に規定する自己と

生計を一にする配偶者（前年の合計所得金額が９５万円以下であるものに限る。）で

控除対象配偶者に該当しないもの」に改め、同条第２項中「第２条第４項ただし書」

を「第２条第３項ただし書」に改める。 

  第３５条の３第２項中「附記された事項」を「付記された事項」に改め、同条第

３項中「附記し」を「付記し」に改める。 

  第３５条の３の２の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、

同条第１項中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を

加える。 

（２）所得割の納税義務者（合計所得金額が１，０００万円以下であるものに限る。）

の自己と生計を一にする配偶者（法第３１３条第３項に規定する青色事業専従者

に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第４項に規定
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する事業専従者に該当するものを除き、合計所得金額が１３３万円以下であるも

のに限る。次条第１項において同じ。）の氏名 

  第３５条の３の３の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、

同条第１項中「あって、」の次に「特定配偶者（所得割の納税義務者（合計所得金額

が９００万円以下であるものに限る。）の自己と生計を一にする配偶者（退職手当等

（第５１条の２に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。）に係る所

得を有する者であって、合計所得金額が９５万円以下であるものに限る。）をいう。

第２号において同じ。）又は」を、「控除対象扶養親族」の次に「であって退職手当

等に係る所得を有しない者」を加え、同項中第３号を第４号とし、第２号を第３号

とし、第１号の次に次の１号を加える。 

（２）特定配偶者の氏名

  第４６条第９項中「第３２１条の８第６０項」を「第３２１条の８第６２項」に、

「同条第６０項」を「同条第６２項」に改め、同条第１５項中「第３２１条の８第

６９項」を「第３２１条の８第７１項」に改める。 

  第５１条の７中「第２条第４項ただし書」を「第２条第３項ただし書」に改める。 

  第６６条の次に次の２条を加える。 

  （固定資産課税台帳の閲覧の手数料） 

第６６条の２ 法第３８２条の２に規定する固定資産課税台帳（同条第１項ただし

書の規定による措置を講じたものを含む。）の閲覧の手数料は、江南市手数料条例

による。ただし、法第４１６条第３項又は第４１９条第８項の規定により公示し

た期間において納税義務者の閲覧に供する場合にあっては、手数料を徴しない。 

  （固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料） 

第６６条の３ 法第３８２条の３に規定する固定資産課税台帳に記載されている事

項の証明書（同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。）の交付の手数

料は、江南市手数料条例による。 

  附則第５条の３の２第１項中「令和１５年度」を「令和２０年度」に、「令和３年」

を「令和７年」に改める。 

  附則第８条の２第２項中「４分の３」を「５分の４」に改め、同条第３項中「附

則第１５条第２７項第１号イ」を「附則第１５条第２６項第１号イ」に改め、同条

第４項中「附則第１５条第２７項第１号ロ」を「附則第１５条第２６項第１号ロ」

に改め、同条第５項中「附則第１５条第２７項第１号ハ」を「附則第１５条第２６

項第１号ハ」に改め、同条第６項中「附則第１５条第２７項第１号ニ」を「附則第
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１５条第２６項第１号ニ」に改め、同条第７項中「附則第１５条第２７項第２号イ」

を「附則第１５条第２６項第２号イ」に改め、同条第８項中「附則第１５条第２７

項第２号ロ」を「附則第１５条第２６項第２号ロ」に改め、同条第９項中「附則第

１５条第２７項第２号ハ」を「附則第１５条第２６項第２号ハ」に改め、同条第１

０項中「附則第１５条第２７項第３号イ」を「附則第１５条第２６項第３号イ」に

改め、同条第１１項中「附則第１５条第２７項第３号ロ」を「附則第１５条第２６

項第３号ロ」に改め、同条第１２項中「附則第１５条第２７項第３号ハ」を「附則

第１５条第２６項第３号ハ」に改め、同条第１３項中「附則第１５条第３０項」を

「附則第１５条第２９項」に改め、同条第１４項中「附則第１５条第３４項」を「附

則第１５条第３３項」に改め、同条第１５項中「附則第１５条第３５項」を「附則

第１５条第３４項」に改め、同条第１６項中「附則第１５条第４６項」を「附則第

１５条第４３項」に改め、同条中第１８項を第１９項とし、第１７項を第１８項と

し、第１６項の次に次の一項を加える。 

１７ 法附則第１５条第４４項に規定する条例で定める割合は、４分の３とする。 

  附則第８条の３第７項中「熱損失防止改修住宅」を「熱損失防止改修等住宅」に、

「熱損失防止改修専有部分」を「熱損失防止改修等専有部分」に、「熱損失防止改修

工事」を「熱損失防止改修工事等」に改め、同条第９項中「特定熱損失防止改修住

宅又は」を「特定熱損失防止改修等住宅又は」に、「特定熱損失防止改修住宅専有部

分」を「特定熱損失防止改修等住宅専有部分」に、「熱損失防止改修工事」を「熱損

失防止改修工事等」に改める。 

  附則第１４条の３の２第２項を次のように改める。 

２ 前項の規定のうち、租税特別措置法第８条の４第２項に規定する特定上場株式

等の配当等（以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。）に係る配

当所得に係る部分は、市民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税について特

定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同条第１項の規定の適用を受けた場

合に限り適用する。 

  附則第１７条の２中「附則第１６条の「前年度分の」を「同条の「前年度分の」

に改める。 

  附則第１７条の３中「第１５項、第１７項から第１９項まで、第２１項、第２２

項、第２６項、第２９項、第３３項から第３５項まで、第３７項から第３９項まで

若しくは第４３項」を「第１４項、第１６項から第１８項まで、第２０項、第２１

項、第２５項、第２８項、第３２項から第３６項まで、第４０項若しくは第４４項」
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に改める。 

  附則第１８条の２第３項中「、第３７条の８又は第３７条の９」を「又は第３７

条の８」に改める。 

  附則第２０条の２第４項を次のように改める。 

４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第

３５条の３第１項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとす

る旨の記載があるときに限り、適用する。 

  附則第２０条の２の２第４項を次のように改める。 

４ 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第

３５条の３第１項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとす

る旨の記載があるときに限り、適用する。 

  附則第２０条の２の２第６項中「年の翌年の４月１日の属する年度分の」を「年

分の所得税に係る」に、「条約適用配当等申告書にこの項」を「確定申告書にこの項」

に改め、「（条約適用配当等申告書にこれらの記載がないことについてやむを得ない

理由があると市長が認めるときを含む。）」を削る。 

  附則第３８条を削る。 

第２条 江南市市税条例の一部を次のように改正する。 

  第６６条の２中「閲覧の手数料」を「閲覧（法第３８２条の４に規定する固定資

産課税台帳に住所に代わる事項の記載をしたものの閲覧を含む。）の手数料」に改

める。 

  第６６条の３中「交付」の次に「（法第３８２条の４に規定する当該証明書に住

所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。）」を加える。 

 （江南市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第３条 江南市市税条例等の一部を改正する条例（令和３年条例第２３号）の一部を

次のように改正する。 

  第１条のうち江南市市税条例第３５条の３の３第１項の改正規定中「控除対象扶

養親族を除く」を「年齢１６歳未満の者」を「扶養親族（」の次に「年齢１６歳未

満の者又は」を加え、「有しない者を除く」を「有する者」に改める。 

  附則第２条第１項中「の規定中個人の市民税に関する部分」を「第２６条第２項

及び第３５条の３の３第１項並びに附則第２条の３第１項の規定」に改める。 
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附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の江南市市税条例

の規定は、令和４年４月１日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。 

（１）第１条中江南市市税条例第３５条の３の２の見出し及び同条第１項並びに第３

５条の３の３の見出し及び同条第１項の改正規定並びに同条例附則第５条の３の

２第１項及び第１８条の２第３項の改正規定並びに同条例附則第３８条を削る改

正規定並びに第３条（次号に掲げる改正規定を除く。）の規定並びに附則第３条第

１項及び第２項の規定 令和５年１月１日 

（２）第１条中江南市市税条例第３２条第４項及び第６項、第３３条の９第１項及び

第２項、第３５条の２第１項ただし書及び第２項、第３５条の３第２項及び第３

項並びに第５１条の７の改正規定並びに同条例附則第１４条の３の２第２項、第

２０条の２第４項並びに第２０条の２の２第４項及び第６項の改正規定並びに第

３条（江南市市税条例等の一部を改正する条例（令和３年条例第２３号）附則第

２条第１項の改正規定に限る。）の規定並びに附則第３条第３項の規定 令和６年

１月１日 

（３）第１条中江南市市税条例第２０条の４の改正規定及び第２条の規定並びに次条

並びに附則第４条第３項及び第４項の規定 令和６年４月１日 

 （納税証明書に関する経過措置） 

第２条 前条第３号に掲げる規定による改正後の江南市市税条例第２０条の４（地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）第３８２条の４に係る部分に限る。）の規定は、

同号に掲げる規定の施行の日以後にされる同法第２０条の１０の規定による証明書

の交付について適用する。 

 （市民税に関する経過措置） 

第３条 第１条の規定による改正後の江南市市税条例（以下「新条例」という。）第３

５条の３の２第１項の規定は、附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日（以下こ

の項及び次項において「１号施行日」という。）以後に支払を受けるべき第３５条の

３の２第１項に規定する給与について提出する同項及び同条第２項に規定する申告

書について適用し、１号施行日前に支払を受けるべき第１条の規定による改正前の

江南市市税条例（次項において「旧条例」という。）第３５条の３の２第１項に規定
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する給与について提出した同項及び同条第２項に規定する申告書については、なお

従前の例による。 

２ 新条例第３５条の３の３第１項の規定は、１号施行日以後に支払を受けるべき所

得税法（昭和４０年法律第３３号）第２０３条の６第１項に規定する公的年金等（同

法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年

金等」という。）について提出する新条例第３５条の３の３第１項に規定する申告書

について適用し、１号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧

条例第３５条の３の３第１項に規定する申告書については、なお従前の例による。 

３ 附則第１条第２号に掲げる規定による改正後の江南市市税条例の規定中個人の市 

民税に関する部分は、令和６年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令

和５年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

（固定資産税及び都市計画税に関する経過措置） 

第４条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税及び都市計画税に

関する部分は、令和４年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用

し、令和３年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例によ

る。 

２ 令和２年４月１日から令和４年３月３１日までの間に取得された地方税法等の一

部を改正する法律（令和４年法律第１号）第１条の規定による改正前の地方税法附

則第１５条第２項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、

なお従前の例による。 

３ 附則第１条第３号に掲げる規定による改正後の江南市市税条例第６６条の２（地

方税法第３８２条の４に係る部分に限る。）の規定は、同号に掲げる規定の施行の日

以後にされる同法第３８２条の２の規定による固定資産課税台帳（同条第１項ただ

し書の規定による措置を講じたものを含む。）の閲覧について適用する。 

４ 附則第１条第３号に掲げる規定による改正後の江南市市税条例第６６条の３（地

方税法第３８２条の４に係る部分に限る。）の規定は、同号に掲げる規定の施行の日

以後にされる同法第３８２条の３の規定による証明書（同条ただし書の規定による

措置を講じたものを含む。）の交付について適用する。 
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（参 考） 

江南市市税条例等の一部を改正する条例（案）の新旧対照表 

江南市市税条例（第１条関係） 

新 旧 

(納税証明書の交付手数料) (納税証明書の交付手数料) 

第20条の4 法第20条の10の納税証明書の

交付（法第382条の4に規定する当該証明

書に住所に代わる事項の記載をしたも

のの交付を含む。）の手数料は、江南市

手数料条例(昭和39年条例第9号)によ

る。ただし、道路運送車両法第97条の2

に規定する証明書については、手数料を

徴しない。 

第20条の4 法第20条の10の納税証明書の

交付手数料は、江南市手数料条例(昭和

39年条例第9号)による。ただし、道路運

送車両法第97条の2に規定する証明書に

ついては、手数料を徴しない。 

(所得割の課税標準) (所得割の課税標準) 

第32条 （略） 第32条 （略） 

2及び3 （略） 2及び3 （略） 

4 前項の規定は、前年分の所得税に係る

第35条の3第1項に規定する確定申告書

に特定配当等に係る所得の明細に関す

る事項その他施行規則に定める事項の

記載があるときは、当該特定配当等に係

る所得の金額については、適用しない。 

4 前項の規定は、特定配当等に係る所得

が生じた年の翌年の4月1日の属する年

度分の特定配当等申告書(市民税の納税

通知書が送達される時までに提出され

た次に掲げる申告書をいう。以下この項

において同じ。)に特定配当等に係る所 

得の明細に関する事項その他施行規則

に定める事項の記載があるとき(特定配

当等申告書にその記載がないことにつ

いてやむを得ない理由があると市長が

認めるときを含む。)は、当該特定配当

等に係る所得の金額については、適用し

ない。ただし、第1号に掲げる申告書及

び第2号に掲げる申告書がいずれも提出

された場合におけるこれらの申告書に
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新 旧 

記載された事項その他の事情を勘案し

て、この項の規定を適用しないことが適

当であると市長が認めるときは、この限

りでない。 

(1) 第35条の2第1項の規定による申告

書 

(2) 第35条の3第1項に規定する確定申

告書(同項の規定により前号に掲げる

申告書が提出されたものとみなされ

る場合における当該確定申告書に限

る。) 

5   （略） 5   （略） 

6 前項の規定は、前年分の所得税に係る

第35条の3第1項に規定する確定申告書

に特定株式等譲渡所得金額に係る所得

の明細に関する事項その他施行規則に

定める事項の記載があるときは、当該特

定株式等譲渡所得金額に係る所得の金

額については、適用しない。 

6 前項の規定は、特定株式等譲渡所得金

額に係る所得が生じた年の翌年の4月1

日の属する年度分の特定株式等譲渡所

得金額申告書(市民税の納税通知書が送

達される時までに提出された次に掲げ

る申告書をいう。以下この項において同

じ。)に特定株式等譲渡所得金額に係る

所得の明細に関する事項その他施行規

則に定める事項の記載があるとき(特定

株式等譲渡所得金額申告書にその記載

がないことについてやむを得ない理由

があると市長が認めるときを含む。)は、

当該特定株式等譲渡所得金額に係る所

得の金額については、適用しない。ただ

し、第1号に掲げる申告書及び第2号に掲

げる申告書がいずれも提出された場合

におけるこれらの申告書に記載された

事項その他の事情を勘案して、この項の

- 27 -



新 旧 

規定を適用しないことが適当であると

市長が認めるときは、この限りでない。 

(1) 第35条の2第1項の規定による申告

書 

(2) 第35条の3第1項に規定する確定申

告書(同項の規定により前号に掲げる

申告書が提出されたものとみなされ

る場合における当該確定申告書に限

る。) 

(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控

除) 

(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控

除) 

第33条の9 所得割の納税義務者が、第32

条第4項に規定する確定申告書に記載し

た特定配当等に係る所得の金額の計算

の基礎となった特定配当等の額につい

て法第2章第1節第5款の規定により配当

割額を課された場合又は同条第6項に規

定する確定申告書に記載した特定株式

等譲渡所得金額に係る所得の金額の計

算の基礎となった特定株式等譲渡所得

金額について同節第6款の規定により株

式等譲渡所得割額を課された場合には、

当該配当割額又は当該株式等譲渡所得

割額に5分の3を乗じて得た金額を、第33

条の3及び前3条の規定を適用した場合

の所得割の額から控除する。 

第33条の9 所得割の納税義務者が、第32

条第4項に規定する特定配当等申告書に

記載した特定配当等に係る所得の金額

の計算の基礎となった特定配当等の額

について法第2章第1節第5款の規定によ

り配当割額を課された場合又は同条第6

項に規定する特定株式等譲渡所得金額

申告書に記載した特定株式等譲渡所得

金額に係る所得の金額の計算の基礎と

なった特定株式等譲渡所得金額につい

て同節第6款の規定により株式等譲渡所

得割額を課された場合には、当該配当割

額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の

3を乗じて得た金額を、第33条の3及び前

3条の規定を適用した場合の所得割の額

から控除する。 

2 前項の規定により控除されるべき額で

同項の所得割の額から控除することが

できなかった金額があるときは、当該控

2 前項の規定により控除されるべき額で

同項の所得割の額から控除することが

できなかった金額があるときは、当該控
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除することができなかった金額は、令第

48条の9の3から第48条の9の6までに定

めるところにより、同項の納税義務者に

対しその控除しきれなかった金額を還

付し、又は当該納税義務者の同項の確定

申告書に係る年の末日の属する年度の

翌年度分の個人の県民税若しくは市民

税に充当し、若しくは当該納税義務者の

未納に係る徴収金に充当する。 

除することができなかった金額は、令第

48条の9の3から第48条の9の6までに定

めるところにより、同項の納税義務者に

対しその控除しきれなかった金額を還

付し、又は当該納税義務者の同項の申告

書に係る年度分の個人の県民税若しく

は市民税に充当し、若しくは当該納税義

務者の未納に係る徴収金に充当する。 

3   （略） 3   （略） 

(市民税の申告) (市民税の申告) 

第35条の2 第25条第1項第1号に掲げる者

は、3月15日までに、施行規則第5号の4

様式(別表)による申告書を市長に提出

しなければならない。ただし、法第317

条の6第1項又は第4項の規定により給与

支払報告書又は公的年金等支払報告書

を提出する義務がある者から1月1日現

在において給与又は公的年金等の支払

を受けている者で前年中において給与

所得以外の所得又は公的年金等に係る

所得以外の所得を有しなかったもの(公

的年金等に係る所得以外の所得を有し

なかった者で社会保険料控除額(令第48

条の9の7に規定するものを除く。)、小

規模企業共済等掛金控除額、生命保険料

控除額、地震保険料控除額、勤労学生控

除額、配偶者特別控除額(所得割の納税

義務者(前年の合計所得金額が900万円

以下であるものに限る。)の法第314条の

第35条の2 第25条第1項第1号に掲げる者

は、3月15日までに、施行規則第5号の4

様式(別表)による申告書を市長に提出

しなければならない。ただし、法第317

条の6第1項又は第4項の規定により給与

支払報告書又は公的年金等支払報告書

を提出する義務がある者から1月1日現

在において給与又は公的年金等の支払

を受けている者で前年中において給与

所得以外の所得又は公的年金等に係る

所得以外の所得を有しなかったもの(公

的年金等に係る所得以外の所得を有し

なかった者で社会保険料控除額(令第48

条の9の7に規定するものを除く。)、小

規模企業共済等掛金控除額、生命保険料

控除額、地震保険料控除額、勤労学生控

除額、配偶者特別控除額(所得税法第2

条第1項第33号の4に規定する源泉控除

対象配偶者に係るものを除く。)若しく
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2第1項第10号の2に規定する自己と生計

を一にする配偶者(前年の合計所得金額

が95万円以下であるものに限る。)で控

除対象配偶者に該当しないものに係る

ものを除く。)若しくは法第314条の2第4

項に規定する扶養控除額の控除又はこ

れらと併せて雑損控除額若しくは医療

費控除額の控除、法第313条第8項に規定

する純損失の金額の控除、同条第9項に

規定する純損失若しくは雑損失の金額

の控除若しくは第33条の7の規定により

控除すべき金額(以下この条において

「寄附金税額控除額」という。)の控除

を受けようとするものを除く。以下この

条において「給与所得等以外の所得を有

しなかった者」という。)及び第26条第2

項に規定する者(施行規則第2条の2第1

項の表の上欄の(二)に掲げる者を除

く。)については、この限りでない。 

は法第314条の2第4項に規定する扶養控

除額の控除又はこれらと併せて雑損控

除額若しくは医療費控除額の控除、法第

313条第8項に規定する純損失の金額の

控除、同条第9項に規定する純損失若し

くは雑損失の金額の控除若しくは第33

条の7の規定により控除すべき金額(以

下この条において「寄附金税額控除額」

という。)の控除を受けようとするもの

を除く。以下この条において「給与所得

等以外の所得を有しなかった者」とい

う。)及び第26条第2項に規定する者(施

行規則第2条の2第1項の表の上欄の(二)

に掲げる者を除く。)については、この

限りでない。 

2 前項の規定により申告書を市長に提出

すべき者のうち、前年の合計所得金額が

基礎控除額、配偶者控除額及び扶養控除

額の合計額以下である者(施行規則第2

条の2第1項の表の上欄に掲げる者を除

く。)が提出すべき申告書の様式は、施

行規則第2条第3項ただし書の規定によ

り、市長の定める様式による。 

2 前項の規定により申告書を市長に提出

すべき者のうち、前年の合計所得金額が

基礎控除額、配偶者控除額及び扶養控除

額の合計額以下である者(施行規則第2

条の2第1項の表の上欄に掲げる者を除

く。)が提出すべき申告書の様式は、施

行規則第2条第4項ただし書の規定によ

り、市長の定める様式による。 

3～9   （略） 3～9   （略） 

第35条の3   （略） 第35条の3   （略） 

2 前項本文の場合には、当該確定申告書 2 前項本文の場合には、当該確定申告書
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に記載された事項(施行規則第2条の3第

1項に規定する事項を除く。)のうち法第

317条の2第1項各号又は第3項に規定す

る事項に相当するもの及び次項の規定

により付記された事項は、前条第1項又

は第3項から第5項までの規定による申

告書に記載されたものとみなす。 

に記載された事項(施行規則第2条の3第

1項に規定する事項を除く。)のうち法第

317条の2第1項各号又は第3項に規定す

る事項に相当するもの及び次項の規定

により附記された事項は、前条第1項又

は第3項から第5項までの規定による申

告書に記載されたものとみなす。 

3 第1項本文の場合には、確定申告書を提

出する者は、当該確定申告書に、施行規

則第2条の3第2項各号に掲げる事項を付

記しなければならない。 

3 第1項本文の場合には、確定申告書を提

出する者は、当該確定申告書に、施行規

則第2条の3第2項各号に掲げる事項を附

記しなければならない。 

(個人の市民税に係る給与所得者の扶養

親族等申告書) 

(個人の市民税に係る給与所得者の扶養

親族申告書) 

第35条の3の2 所得税法第194条第1項の

規定により同項に規定する申告書を提

出しなければならない者(以下この条に

おいて「給与所得者」という。)で市内

に住所を有するものは、当該申告書の提

出の際に経由すべき同項に規定する給

与等の支払者(以下この条において「給

与支払者」という。)から毎年最初に給

与の支払を受ける日の前日までに、施行

規則で定めるところにより、次に掲げる

事項を記載した申告書を、当該給与支払

者を経由して、市長に提出しなければな

らない。 

第35条の3の2 同左 

(1) （略） (1) （略）

(2) 所得割の納税義務者(合計所得金

額が1,000万円以下であるものに限

る。)の自己と生計を一にする配偶
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者(法第313条第3項に規定する青色

事業専従者に該当するもので同項

に規定する給与の支払を受けるも

の及び同条第4項に規定する事業専

従者に該当するものを除き、合計所

得金額が133万円以下であるものに

限る。次条第1項において同じ。)

の氏名 

(3) （略） (2) （略）

(4) （略） (3) （略）

2～5 （略） 2～5 （略） 

(個人の市民税に係る公的年金等受給者

の扶養親族等申告書) 

(個人の市民税に係る公的年金等受給者

の扶養親族申告書) 

第35条の3の3 所得税法第203条の6第1項

の規定により同項に規定する申告書を

提出しなければならない者又は法の施

行地において同項に規定する公的年金

等(所得税法第203条の7の規定の適用を

受けるものを除く。以下この項において

「公的年金等」という。)の支払を受け

る者であって、特定配偶者(所得割の納

税義務者(合計所得金額が900万円以下

であるものに限る。)の自己と生計を一

にする配偶者(退職手当等(第51条の2に

規定する退職手当等に限る。以下この項

において同じ。)に係る所得を有する者

であって、合計所得金額が95万円以下で

あるものに限る。)をいう。第2号におい

て同じ。)又は扶養親族(控除対象扶養親

族であって退職手当等に係る所得を有

第35条の3の3 所得税法第203条の6第1項

の規定により同項に規定する申告書を

提出しなければならない者又は法の施

行地において同項に規定する公的年金

等(所得税法第203条の7の規定の適用を

受けるものを除く。以下この項において

「公的年金等」という。)の支払を受け

る者であって、扶養親族(控除対象扶養

親族を除く。)を有する者(以下この条に

おいて「公的年金等受給者」という。)

で市内に住所を有するものは、当該申告

書の提出の際に経由すべき所得税法第

203条の6第1項に規定する公的年金等の

支払者(以下この条において「公的年金

等支払者」という。)から毎年最初に公

的年金等の支払を受ける日の前日まで

に、施行規則で定めるところにより、次
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しない者を除く。)を有する者(以下この

条において「公的年金等受給者」とい

う。)で市内に住所を有するものは、当

該申告書の提出の際に経由すべき所得

税法第203条の6第1項に規定する公的年

金等の支払者(以下この条において「公

的年金等支払者」という。)から毎年最

初に公的年金等の支払を受ける日の前

日までに、施行規則で定めるところによ

り、次に掲げる事項を記載した申告書

を、当該公的年金等支払者を経由して、

市長に提出しなければならない。 

に掲げる事項を記載した申告書を、当該

公的年金等支払者を経由して、市長に提

出しなければならない。 

(1) （略） (1) （略）

(2) 特定配偶者の氏名

(3) （略） (2) （略）

(4) （略） (3) （略）

2～5 （略） 2～5 （略） 

(法人の市民税の申告納付) (法人の市民税の申告納付) 

第46条 （略） 第46条 （略） 

2～8 （略） 2～8 （略） 

9 法第321条の8第62項に規定する特定法

人である内国法人は、第1項の規定によ

り、納税申告書により行うこととされて

いる法人の市民税の申告については、同

項の規定にかかわらず、同条第62項及び

施行規則で定めるところにより、納税申

告書に記載すべきものとされている事

項(次項及び第11項において「申告書記

載事項」という。)を、法第762条第1号

に規定する地方税関係手続用電子情報

9 法第321条の8第60項に規定する特定法

人である内国法人は、第1項の規定によ

り、納税申告書により行うこととされて

いる法人の市民税の申告については、同

項の規定にかかわらず、同条第60項及び

施行規則で定めるところにより、納税申

告書に記載すべきものとされている事

項(次項及び第11項において「申告書記

載事項」という。）を、法第762条第1号

に規定する地方税関係手続用電子情報
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処理組織を使用し、かつ、地方税共同機

構(第11項において「機構」という。)

を経由して行う方法により市長に提供

することにより、行わなければならな

い。 

処理組織を使用し、かつ、地方税共同機

構(第11項において「機構」という。)

を経由して行う方法により市長に提供

することにより、行わなければならな

い。 

10～14   （略） 10～14   （略） 

15 第12項前段の規定の適用を受けてい

る内国法人につき、法第321条の8第71

項の処分又は前項の届出書の提出があ

ったときは、これらの処分又は届出書の

提出があった日の翌日以後の第12項前

段の期間内に行う第9項の申告について

は、第12項前段の規定は適用しない。た

だし、当該内国法人が、同日以後新たに

同項前段の承認を受けたときは、この限

りでない。 

15 第12項前段の規定の適用を受けてい

る内国法人につき、法第321条の8第69

項の処分又は前項の届出書の提出があ

ったときは、これらの処分又は届出書の

提出があった日の翌日以後の第12項前

段の期間内に行う第9項の申告について

は、第12項前段の規定は適用しない。た

だし、当該内国法人が、同日以後新たに

同項前段の承認を受けたときは、この限

りでない。 

16   （略） 16   （略） 

(特別徴収税額の納入の義務等) (特別徴収税額の納入の義務等) 

第51条の7 前条の特別徴収義務者は、退

職手当等の支払をする際、その退職手当

等について分離課税に係る所得割を徴

収し、その徴収の日の属する月の翌月の

10日までに、施行規則第5号の8様式又は

施行規則第2条第3項ただし書の規定に

より総務大臣が定めた様式による納入

申告書を市長に提出し、及びその納入金

を市に納入しなければならない。 

第51条の7 前条の特別徴収義務者は、退

職手当等の支払をする際、その退職手当

等について分離課税に係る所得割を徴

収し、その徴収の日の属する月の翌月の

10日までに、施行規則第5号の8様式又は

施行規則第2条第4項ただし書の規定に

より総務大臣が定めた様式による納入

申告書を市長に提出し、及びその納入金

を市に納入しなければならない。 

(固定資産課税台帳の閲覧の手数料)  

第66条の2 法第382条の2に規定する固定

資産課税台帳（同条第1項ただし書の規
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定による措置を講じたものを含む。）の

閲覧の手数料は、江南市手数料条例によ

る。ただし、法第416条第3項又は第419

条第8項の規定により公示した期間にお

いて納税義務者の閲覧に供する場合に

あっては、手数料を徴しない。 

(固定資産課税台帳に記載されている事

項の証明書の交付手数料) 

 

第66条の3 法第382条の3に規定する固定

資産課税台帳に記載されている事項の

証明書（同条ただし書の規定による措置

を講じたものを含む。）の交付の手数料

は、江南市手数料条例による。 

 

   附 則    附 則 

第5条の3の2 平成22年度から令和20年度

までの各年度分の個人の市民税に限り、

所得割の納税義務者が前年分の所得税

につき租税特別措置法第41条又は第41

条の2の2の規定の適用を受けた場合(居

住年が平成11年から平成18年まで又は 

平成21年から令和7年までの各年である

場合に限る。)において、前条第1項の規

定の適用を受けないときは、法附則第5

条の4の2第5項(同条第7項の規定により

読み替えて適用される場合を含む。)に

規定するところにより控除すべき額を、

当該納税義務者の第33条の3及び第33条

の6の規定を適用した場合の所得割の額

から控除する。 

第5条の3の2 平成22年度から令和15年度

までの各年度分の個人の市民税に限り、

所得割の納税義務者が前年分の所得税

につき租税特別措置法第41条又は第41

条の2の2の規定の適用を受けた場合(居

住年が平成11年から平成18年まで又は

平成21年から令和3年までの各年である

場合に限る。)において、前条第1項の規

定の適用を受けないときは、法附則第5

条の4の2第5項(同条第7項の規定により

読み替えて適用される場合を含む。)に

規定するところにより控除すべき額を、

当該納税義務者の第33条の3及び第33条

の6の規定を適用した場合の所得割の額

から控除する。 

2   （略） 2   （略） 
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(法附則第15条第2項第1号等の条例で定

める割合) 

(法附則第15条第2項第1号等の条例で定

める割合) 

第8条の2   （略） 第8条の2   （略） 

2 法附則第15条第2項第5号に規定する条

例で定める割合は、5分の4とする。 

2 法附則第15条第2項第5号に規定する条

例で定める割合は、4分の3とする。 

3 法附則第15条第26項第1号イに規定す

る設備について同号に規定する条例で

定める割合は、3分の2とする。 

3 法附則第15条第27項第1号イに規定す

る設備について同号に規定する条例で

定める割合は、3分の2とする。 

4 法附則第15条第26項第1号ロに規定す

る設備について同号に規定する条例で

定める割合は、3分の2とする。 

4 法附則第15条第27項第1号ロに規定す

る設備について同号に規定する条例で

定める割合は、3分の2とする。 

5 法附則第15条第26項第1号ハに規定す

る設備について同号に規定する条例で

定める割合は、3分の2とする。 

5 法附則第15条第27項第1号ハに規定す

る設備について同号に規定する条例で

定める割合は、3分の2とする。 

6 法附則第15条第26項第1号ニに規定す

る設備について同号に規定する条例で

定める割合は、3分の2とする。 

6 法附則第15条第27項第1号ニに規定す

る設備について同号に規定する条例で

定める割合は、3分の2とする。 

7 法附則第15条第26項第2号イに規定す

る設備について同号に規定する条例で

定める割合は、4分の3とする。 

7 法附則第15条第27項第2号イに規定す

る設備について同号に規定する条例で

定める割合は、4分の3とする。 

8 法附則第15条第26項第2号ロに規定す

る設備について同号に規定する条例で

定める割合は、4分の3とする。 

8 法附則第15条第27項第2号ロに規定す

る設備について同号に規定する条例で

定める割合は、4分の3とする。 

9 法附則第15条第26項第2号ハに規定す

る設備について同号に規定する条例で

定める割合は、4分の3とする。 

9 法附則第15条第27項第2号ハに規定す

る設備について同号に規定する条例で

定める割合は、4分の3とする。 

10 法附則第15条第26項第3号イに規定す

る設備について同号に規定する条例で

定める割合は、2分の1とする。 

10 法附則第15条第27項第3号イに規定す

る設備について同号に規定する条例で

定める割合は、2分の1とする。 

11 法附則第15条第26項第3号ロに規定す 11 法附則第15条第27項第3号ロに規定す
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る設備について同号に規定する条例で

定める割合は、2分の1とする。 

る設備について同号に規定する条例で

定める割合は、2分の1とする。 

12 法附則第15条第26項第3号ハに規定す

る設備について同号に規定する条例で

定める割合は、2分の1とする。 

12 法附則第15条第27項第3号ハに規定す

る設備について同号に規定する条例で

定める割合は、2分の1とする。 

13 法附則第15条第29項に規定する条例

で定める割合は、3分の2とする。 

13 法附則第15条第30項に規定する条例

で定める割合は、3分の2とする。 

14 法附則第15条第33項に規定する条例

で定める割合は、2分の1とする。 

14 法附則第15条第34項に規定する条例

で定める割合は、2分の1とする。 

15 法附則第15条第34項に規定する条例

で定める割合は、3分の2とする。 

15 法附則第15条第35項に規定する条例

で定める割合は、3分の2とする。 

16 法附則第15条第43項に規定する条例

で定める割合は、3分の1とする。 

16 法附則第15条第46項に規定する条例

で定める割合は、3分の1とする。 

17 法附則第15条第44項に規定する条例

で定める割合は、4分の3とする。 

18   （略） 17   （略） 

19   （略） 18   （略） 

(新築住宅等に対する固定資産税の減額

の規定の適用を受けようとする者がす

べき申告) 

(新築住宅等に対する固定資産税の減額

の規定の適用を受けようとする者がす

べき申告) 

第8条の3   （略） 第8条の3   （略） 

2～6   （略） 2～6   （略） 

7 法附則第15条の9第9項の熱損失防止改

修等住宅又は同条第10項の熱損失防止

改修等専有部分について、これらの規定

の適用を受けようとする者は、同条第9

項に規定する熱損失防止改修工事等が

完了した日から3月以内に、次に掲げる

事項を記載した申告書に施行規則附則

第7条第9項各号に掲げる書類を添付し

7 法附則第15条の9第9項の熱損失防止改

修住宅又は同条第10項の熱損失防止改

修専有部分について、これらの規定の適

用を受けようとする者は、同条第9項に

規定する熱損失防止改修工事が完了し

た日から3月以内に、次に掲げる事項を

記載した申告書に施行規則附則第7条第

9項各号に掲げる書類を添付して市長に
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て市長に提出しなければならない。 提出しなければならない。 

(1)～(3)   （略） (1)～(3)   （略） 

(4) 熱損失防止改修工事等が完了した

年月日 

(4) 熱損失防止改修工事が完了した年

月日 

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費

用及び令附則第12条第31項に規定す

る補助金等 

(5) 熱損失防止改修工事に要した費用

及び令附則第12条第31項に規定する

補助金等 

(6) 熱損失防止改修工事等が完了した

日から3月を経過した後に申告書を提

出する場合には、3月以内に提出する

ことができなかった理由 

(6) 熱損失防止改修工事が完了した日

から3月を経過した後に申告書を提出

する場合には、3月以内に提出するこ

とができなかった理由 

8   （略） 8   （略） 

9 法附則第15条の9の2第4項に規定する

特定熱損失防止改修等住宅又は同条第5

項に規定する特定熱損失防止改修等住

宅専有部分について、これらの規定の適

用を受けようとする者は、法附則第15

条の9第9項に規定する熱損失防止改修

工事等が完了した日から3月以内に、次

に掲げる事項を記載した申告書に施行

規則附則第7条第11項各号に掲げる書類

を添付して市長に提出しなければなら

ない。 

9 法附則第15条の9の2第4項に規定する

特定熱損失防止改修住宅又は同条第5項

に規定する特定熱損失防止改修住宅専

有部分について、これらの規定の適用を

受けようとする者は、法附則第15条の9

第9項に規定する熱損失防止改修工事が

完了した日から3月以内に、次に掲げる

事項を記載した申告書に施行規則附則

第7条第11項各号に掲げる書類を添付し

て市長に提出しなければならない。 

(1)～(3)   （略） (1)～(3) （略） 

(4) 熱損失防止改修工事等が完了した

年月日 

(4) 熱損失防止改修工事が完了した年

月日 

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費

用及び令附則第12条第31項に規定す

る補助金等 

(5) 熱損失防止改修工事に要した費用

及び令附則第12条第31項に規定する

補助金等 

(6) 熱損失防止改修工事等が完了した (6) 熱損失防止改修工事が完了した日
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日から3月を経過した後に申告書を提

出する場合には、3月以内に提出する

ことができなかった理由 

から3月を経過した後に申告書を提出

する場合には、3月以内に提出するこ

とができなかった理由 

10及び11   （略） 10及び11   （略） 

(上場株式等に係る配当所得等に係る市

民税の課税の特例) 

(上場株式等に係る配当所得等に係る市

民税の課税の特例) 

第14条の3の2   （略） 第14条の3の2   （略） 

2 前項の規定のうち、租税特別措置法第8

条の4第2項に規定する特定上場株式等

の配当等(以下この項において「特定上

場株式等の配当等」という。)に係る配

当所得に係る部分は、市民税の所得割の

納税義務者が前年分の所得税について

特定上場株式等の配当等に係る配当所

得につき同条第1項の規定の適用を受け

た場合に限り適用する。 

2 前項の規定のうち、租税特別措置法第8

条の4第2項に規定する特定上場株式等

の配当等(以下この項において「特定上

場株式等の配当等」という。)に係る配

当所得に係る部分は、市民税の所得割の

納税義務者が当該特定上場株式等の配

当等の支払を受けるべき年の翌年の4月

1日の属する年度分の市民税について特

定上場株式等の配当等に係る配当所得

につき前項の規定の適用を受けようと

する旨の記載のある第32条第4項に規定

する特定配当等申告書を提出した場合

(次に掲げる場合を除く。)に限り適用す

るものとし、市民税の所得割の納税義務

者が前年中に支払を受けるべき特定上

場株式等の配当等に係る配当所得につ

いて同条第1項及び第2項並びに第33条

の3の規定の適用を受けた場合には、当

該納税義務者が前年中に支払を受ける

べき他の特定上場株式等の配当等に係

る配当所得について、前項の規定は、適

用しない。 

(1) 第32条第4項ただし書の規定の適
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用がある場合 

(2) 第32条第4項第1号に掲げる申告書

及び同項第2号に掲げる申告書がいず

れも提出された場合におけるこれら

の申告書に記載された事項その他の

事情を勘案して、前項の規定を適用し

ないことが適当であると市長が認め

るとき。 

3   （略） 3   （略） 

(読替規定) (読替規定) 

第17条の2 附則第15条第1項及び第3項の

「宅地等」とは法附則第17条第2号に、

附則第15条第1項及び第4項の「前年度分

の都市計画税の課税標準額」とは法附則

第25条第6項において読み替えて準用さ

れる法附則第18条第6項に、附則第15条

第2項、第4項及び第5項の「商業地等」

とは法附則第17条第4号に、附則第15条

第4項及び第5項並びに第16条の「負担水

準」とは法附則第17条第8号ロに、附則

第16条の「農地」とは法附則第17条第1

号に、同条の「前年度分の都市計画税の

課税標準額」とは法附則第26条第2項に

おいて読み替えて準用される法附則第1

8条第6項に、附則第16条の2及び第16条

の3の「市街化区域農地」とは法附則第1

9条の2第1項に、附則第16条の3第1項の

「前年度分の都市計画税の課税標準額」

とは法附則第27条の2第3項において読

み替えて準用される法附則第18条第6項

第17条の2 附則第15条第1項及び第3項の

「宅地等」とは法附則第17条第2号に、

附則第15条第1項及び第4項の「前年度分

の都市計画税の課税標準額」とは法附則

第25条第6項において読み替えて準用さ

れる法附則第18条第6項に、附則第15条

第2項、第4項及び第5項の「商業地等」

とは法附則第17条第4号に、附則第15条

第4項及び第5項並びに第16条の「負担水

準」とは法附則第17条第8号ロに、附則

第16条の「農地」とは法附則第17条第1

号に、附則第16条の「前年度分の都市計

画税の課税標準額」とは法附則第26条第

2項において読み替えて準用される法附

則第18条第6項に、附則第16条の2及び第

16条の3の「市街化区域農地」とは法附

則第19条の2第1項に、附則第16条の3第1

項の「前年度分の都市計画税の課税標準

額」とは法附則第27条の2第3項において

読み替えて準用される法附則第18条第6
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に規定するところによる。 項に規定するところによる。 

第17条の3 法附則第15条第1項、第10項、

第14項、第16項から第18項まで、第20

項、第21項、第25項、第28項、第32項か

ら第36項まで、第40項若しくは第44項、

第15条の2第2項、第15条の3又は第63条

の規定の適用がある各年度分の都市計

画税に限り、第121条第2項中「又は第3

3項」とあるのは「若しくは第33項又は

附則第15条から第15条の3まで若しくは

第63条」とする。 

第17条の3 法附則第15条第1項、第10項、

第15項、第17項から第19項まで、第21

項、第22項、第26項、第29項、第33項か

ら第35項まで、第37項から第39項まで若

しくは第43項、第15条の2第2項、第15

条の3又は第63条の規定の適用がある各

年度分の都市計画税に限り、第121条第2

項中「又は第33項」とあるのは「若しく

は第33項又は附則第15条から第15条の3

まで若しくは第63条」とする。 

(優良住宅地の造成等のために土地等を

譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市

民税の課税の特例) 

(優良住宅地の造成等のために土地等を

譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市

民税の課税の特例) 

第18条の2   （略） 第18条の2   （略） 

2   （略） 2   （略） 

3 第1項(前項において準用する場合を含

む。)の場合において、所得割の納税義

務者が、その有する土地等につき、租税

特別措置法第33条から第33条の4まで、

第34条から第35条の3まで、第36条の2、

第36条の5、第37条、第37条の4から第3

7条の6まで又は第37条の8の規定の適用

を受けるときは、当該土地等の譲渡は、

第1項に規定する優良住宅地等のための

譲渡又は前項に規定する確定優良住宅

地等予定地のための譲渡に該当しない

ものとみなす。 

3 第1項(前項において準用する場合を含

む。)の場合において、所得割の納税義

務者が、その有する土地等につき、租税

特別措置法第33条から第33条の4まで、

第34条から第35条の3まで、第36条の2、

第36条の5、第37条、第37条の4から第3

7条の6まで、第37条の8又は第37条の9

の規定の適用を受けるときは、当該土地

等の譲渡は、第1項に規定する優良住宅

地等のための譲渡又は前項に規定する

確定優良住宅地等予定地のための譲渡

に該当しないものとみなす。 

(特例適用利子等及び特例適用配当等に

係る個人の市民税の課税の特例) 

(特例適用利子等及び特例適用配当等に

係る個人の市民税の課税の特例) 
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第20条の2   （略） 第20条の2   （略） 

2及び3   （略） 2及び3   （略） 

4 前項後段の規定は、特例適用配当等に

係る所得が生じた年分の所得税に係る

第35条の3第1項に規定する確定申告書

に前項後段の規定の適用を受けようと

する旨の記載があるときに限り、適用す

る。 

4 前項後段の規定は、特例適用配当等に

係る所得が生じた年の翌年の4月1日の

属する年度分の特例適用配当等申告書

(市民税の納税通知書が送達される時ま

でに提出された次に掲げる申告書をい

う。以下この項において同じ。)に前項

後段の規定の適用を受けようとする旨

の記載があるとき(特例適用配当等申告

書にその記載がないことについてやむ

を得ない理由があると市長が認めると

きを含む。)に限り、適用する。ただし、

第1号に掲げる申告書及び第2号に掲げ

る申告書がいずれも提出された場合に

おけるこれらの申告書に記載された事

項その他の事情を勘案して、同項後段の

規定を適用しないことが適当であると

市長が認めるときは、この限りでない。 

 (1) 第35条の2第1項の規定による申告

書 

 (2) 第35条の3第1項に規定する確定申

告書(同項の規定により前号に掲げる

申告書が提出されたものとみなされ

る場合における当該確定申告書に限

る。) 

5   （略） 5   （略） 

(条約適用利子等及び条約適用配当等に

係る個人の市民税の課税の特例) 

(条約適用利子等及び条約適用配当等に

係る個人の市民税の課税の特例) 

第20条の2の2   （略） 第20条の2の2   （略） 
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新 旧 

2及び3   （略） 2及び3   （略） 

4 前項後段の規定は、条約適用配当等に

係る所得が生じた年分の所得税に係る

第35条の3第1項に規定する確定申告書

に前項後段の規定の適用を受けようと

する旨の記載があるときに限り、適用す

る。 

4 前項後段の規定は、条約適用配当等に

係る所得が生じた年の翌年の4月1日の

属する年度分の条約適用配当等申告書

(市民税の納税通知書が送達される時ま

でに提出された次に掲げる申告書をい

う。以下この項において同じ。)に前項

後段の規定の適用を受けようとする旨

の記載があるとき(条約適用配当等申告

書にその記載がないことについてやむ

を得ない理由があると市長が認めると

きを含む。)に限り、適用する。ただし、

第1号に掲げる申告書及び第2号に掲げ

る申告書がいずれも提出された場合に

おけるこれらの申告書に記載された事

項その他の事情を勘案して、同項後段の

規定を適用しないことが適当であると

市長が認めるときは、この限りでない。 

 (1) 第35条の2第1項の規定による申告

書 

 (2) 第35条の3第1項に規定する確定申

告書(同項の規定により前号に掲げる

申告書が提出されたものとみなされ

る場合における当該確定申告書に限

る。) 

5   （略） 5   （略） 

6 租税条約等実施特例法第3条の2の2第1

項の規定の適用がある場合(第3項後段

の規定の適用がある場合を除く。)にお

ける第33条の9の規定の適用について

6 租税条約等実施特例法第3条の2の2第1

項の規定の適用がある場合(第3項後段

の規定の適用がある場合を除く。)にお

ける第33条の9の規定の適用について
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新 旧 

は、同条第1項中「又は同条第6項」とあ

るのは「若しくは附則第20条の2の2第3

項前段に規定する条約適用配当等(以下

「条約適用配当等」という。)に係る所

得が生じた年分の所得税に係る同条第4

項に規定する確定申告書にこの項の規

定の適用を受けようとする旨及び当該

条約適用配当等に係る所得の明細に関

する事項の記載がある場合であって、当

該条約適用配当等に係る所得の金額の

計算の基礎となった条約適用配当等の

額について租税条約等の実施に伴う所

得税法、法人税法及び地方税法の特例等

に関する法律(昭和44年法律第46号。以

下「租税条約等実施特例法」という。)

第3条の2の2第1項の規定及び法第2章第

1節第5款の規定により配当割額を課さ

れたとき、又は第32条第6項」と、同条

第3項中「法第37条の4」とあるのは「租

税条約等実施特例法第3条の2の2第9項

の規定により読み替えて適用される法

第37条の4」とする。 

は、同条第1項中「又は同条第6項」とあ

るのは「若しくは附則第20条の2の2第3

項前段に規定する条約適用配当等(以下

「条約適用配当等」という。)に係る所

得が生じた年の翌年の4月1日の属する

年度分の同条第4項に規定する条約適用

配当等申告書にこの項の規定の適用を

受けようとする旨及び当該条約適用配

当等に係る所得の明細に関する事項の

記載がある場合(条約適用配当等申告書

にこれらの記載がないことについてや

むを得ない理由があると市長が認める

ときを含む。)であって、当該条約適用

配当等に係る所得の金額の計算の基礎

となった条約適用配当等の額について

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人

税法及び地方税法の特例等に関する法

律(昭和44年法律第46号。以下「租税条

約等実施特例法」という。)第3条の2の2

第1項の規定及び法第2章第1節第5款の

規定により配当割額を課されたとき、又

は第32条第6項」と、同条第3項中「法第

37条の4」とあるのは「租税条約等実施

特例法第3条の2の2第9項の規定により

読み替えて適用される法第37条の4」と

する。 

 (新型コロナウイルス感染症等に係る住

宅借入金等特別税額控除の特例) 

 第38条 所得割の納税義務者が前年分の

所得税につき新型コロナウイルス感染
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症特例法第6条第4項の規定の適用を受

けた場合における附則第5条の3の2第1

項の規定の適用については、同項中「令

和15年度」とあるのは「令和16年度」と

する。 

2 所得割の納税義務者が前年分の所得税

につき新型コロナウイルス感染症特例

法第6条の2第1項の規定の適用を受けた

場合における附則第5条の3の2第1項の

規定の適用については、同項中「令和1

5年度」とあるのは「令和17年度」と、

「令和3年」とあるのは「令和4年」とす

る。 

江南市市税条例（第２条関係） 

新 旧 

(固定資産課税台帳の閲覧の手数料) (固定資産課税台帳の閲覧の手数料) 

第66条の2 法第382条の2に規定する固定

資産課税台帳（同条第1項ただし書の規

定による措置を講じたものを含む。）の

閲覧（法第382条の4に規定する固定資産

課税台帳に住所に代わる事項の記載を

したものの閲覧を含む。）の手数料は、

江南市手数料条例による。ただし、法第

416条第3項又は第419条第8項の規定に

より公示した期間において納税義務者

の閲覧に供する場合にあっては、手数料

を徴しない。 

第66条の2 法第382条の2に規定する固定

資産課税台帳（同条第1項ただし書の規

定による措置を講じたものを含む。）の

閲覧の手数料は、江南市手数料条例によ

る。ただし、法第416条第3項又は第419

条第8項の規定により公示した期間にお

いて納税義務者の閲覧に供する場合に

あっては、手数料を徴しない。 

(固定資産課税台帳に記載されている事 (固定資産課税台帳に記載されている事
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新 旧 

項の証明書の交付手数料) 項の証明書の交付手数料) 

第66条の3 法第382条の3に規定する固定

資産課税台帳に記載されている事項の

証明書（同条ただし書の規定による措置

を講じたものを含む。）の交付（法第38

2条の4に規定する当該証明書に住所に

代わる事項の記載をしたものの交付を

含む。）の手数料は、江南市手数料条例

による。 

第66条の3 法第382条の3に規定する固定

資産課税台帳に記載されている事項の

証明書（同条ただし書の規定による措置

を講じたものを含む。）の交付の手数料

は、江南市手数料条例による。 

  

 

 江南市市税条例等の一部を改正する条例（第３条関係） 

新 旧 

(江南市市税条例の一部改正) (江南市市税条例の一部改正) 

第1条 江南市市税条例(昭和30年条例第4

号)の一部を次のように改正する。 

第1条 同左 

第26条第2項の改正規定～第35条の3

の2第4項の改正規定   （略） 

第26条第2項の改正規定～第35条の3

の2第4項の改正規定   （略） 

第35条の3の3第1項中「扶養親族(」の

次に「年齢16歳未満の者又は」を加え、

「有しない者を除く」を「有する者に限

る」に改め、同条第4項中「所得税法第2

03条の6第6項に規定する納税地の所轄

税務署長の承認を受けている」を「令第

48条の9の7の3において準用する令第8

条の2の2に規定する要件を満たす」に改

める。 

第35条の3の3第1項中「控除対象扶養

親族を除く」を「年齢16歳未満の者に限

る」に改め、同条第4項中「所得税法第2

03条の6第6項に規定する納税地の所轄

税務署長の承認を受けている」を「令第

48条の9の7の3において準用する令第8

条の2の2に規定する要件を満たす」に改

める。 

第51条の8第1項第1号の改正規定～附

則第38条に1項を加える改正規定   

（略） 

第51条の8第1項第1号の改正規定～附

則第38条に1項を加える改正規定   

（略） 
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附 則    附 則 

 (市民税に関する経過措置)  (市民税に関する経過措置) 

第2条 別段の定めがあるものを除き、第1

条の規定による改正後の江南市市税条

例(以下「新条例」という。)第26条第2

項及び第35条の3の3第1項並びに附則第

2条の3第1項の規定は、令和6年度以後の

年度分の個人の市民税について適用し、

令和5年度分までの個人の市民税につい

ては、なお従前の例による。 

第2条 別段の定めがあるものを除き、第1

条の規定による改正後の江南市市税条

例(以下「新条例」という。)の規定中個

人の市民税に関する部分は、令和6年度

以後の年度分の個人の市民税について

適用し、令和5年度分までの個人の市民

税については、なお従前の例による。 

2～5   （略） 2～5   （略） 
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（参 考） 

 

市税条例改正（案）の概要 

 

１．改正の目的 

  地方税法等の一部改正に伴い、給与所得者の扶養親族申告書について、記載事項に

一定の所得を有する配偶者の氏名を追加する等、所要の整備を図る必要があるから

です。 

 

２．改正の概要 

（１）市県民税関係 

 

 ①上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し【第 32条】 

 上場株式等の配当所得等に係る課税について、個人住民税と所得税の課税方式を

一致させる。 

 

②扶養親族等申告書の記載事項の見直し 

【第 35条の 3の 2、第 35条の 3の 3】 

 給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族等申告書について、退職手当等を有

する配偶者及び扶養親族の氏名等を記載する。 

 

③住宅ローン控除の適用期限の延長【附則第 5条の 3の 2】 

 個人住民税の住宅借入金等特別税額控除について、居住期限を 4年延長し、税額

控除の適用期限を延長する。 

 

（２）固定資産税関係 

 

①固定資産課税台帳等の記載事項の見直し 

【第 20条の 4、第 66条の 2、第 66条の 3】 

 ＤＶ被害者等に配慮し、固定資産課税台帳等に当該者の住所に代わる事項を記載

する。 

 

②地域決定型地方税制特例措置（わがまち特例）の見直し【附則第 8条の 2】 

 下水道法に規定する下水道除害施設に係る課税標準の特例措置について見直し

を行い、特定都市河川浸水被害対策法に規定する貯留機能保全区域の指定を受けた

土地に係る課税標準について特例措置を創設する。 
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令和４年議案第４５号 

江南市国民健康保険税条例の一部改正について 

江南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものとする。 

  令和４年６月９日提出 

江南市長  澤田 和延

提案理由 

 この案を提出するのは、国民健康保険事業の健全な運営を図るための課税限度額の

引上げ等について、所要の整備を図る必要があるからであります。 
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江南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（案） 

江南市国民健康保険税条例（昭和３１年条例第３号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第２項ただし書中「６３０，０００円」を「６５０，０００円」に改め、同

条第３項ただし書中「１９０，０００円」を「２００，０００円」に改める。 

 第１２条第１項各号列記以外の部分中「６３０，０００円」を「６５０，０００円」

に、「１９０，０００円」を「２００，０００円」に改める。 

附則第３項中「同条中」を「同項中」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の江南市国民健康保険税条例の規定は、令和４年度以後の年度分の国民健

康保険税について適用し、令和３年度分までの国民健康保険税については、なお従

前の例による。 
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（参 考） 

江南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（案）の新旧対照表 

新 旧 

(課税額) (課税額) 

第2条   （略） 第2条   （略） 

2 前項第1号の基礎課税額は、世帯主(前

条第2項の世帯主を除く。)及びその世

帯に属する国民健康保険の被保険者に

つき算定した所得割額並びに被保険者

均等割額及び世帯別平等割額の合算額

とする。ただし、当該合算額が650,000

円を超える場合においては、基礎課税

額は、650,000円とする。 

2 前項第1号の基礎課税額は、世帯主(前

条第2項の世帯主を除く。)及びその世

帯に属する国民健康保険の被保険者に

つき算定した所得割額並びに被保険者

均等割額及び世帯別平等割額の合算額

とする。ただし、当該合算額が630,000

円を超える場合においては、基礎課税

額は、630,000円とする。 

3 第1項第2号の後期高齢者支援金等課

税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を

除く。)及びその世帯に属する国民健康

保険の被保険者につき算定した所得割

額並びに被保険者均等割額及び世帯別

平等割額の合算額とする。ただし、当

該合算額が200,000円を超える場合に

おいては、後期高齢者支援金等課税額

は、200,000円とする。 

3 第1項第2号の後期高齢者支援金等課

税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を

除く。)及びその世帯に属する国民健康

保険の被保険者につき算定した所得割

額並びに被保険者均等割額及び世帯別

平等割額の合算額とする。ただし、当

該合算額が190,000円を超える場合に

おいては、後期高齢者支援金等課税額

は、190,000円とする。 

4   （略） 4   （略） 

(国民健康保険税の減額) (国民健康保険税の減額) 

第12条 次の各号のいずれかに掲げる国

民健康保険税の納税義務者に対して課

する国民健康保険税の額は、第2条第2

項本文の基礎課税額からア及びイに掲

げる額を減額して得た額(当該減額し

て得た額が650,000円を超える場合に

は、650,000円)、同条第3項本文の後期

第12条 次の各号のいずれかに掲げる国

民健康保険税の納税義務者に対して課

する国民健康保険税の額は、第2条第2

項本文の基礎課税額からア及びイに掲

げる額を減額して得た額(当該減額し

て得た額が630,000円を超える場合に

は、630,000円)、同条第3項本文の後期
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新 旧 

高齢者支援金等課税額からウ及びエに

掲げる額を減額して得た額(当該減額

して得た額が200,000円を超える場合

には、200,000円)並びに同条第4項本文

の介護納付金課税額からオ及びカに掲

げる額を減額して得た額(当該減額し

て得た額が170,000円を超える場合に

は、170,000円)の合算額とする。 

高齢者支援金等課税額からウ及びエに

掲げる額を減額して得た額(当該減額

して得た額が190,000円を超える場合

には、190,000円)並びに同条第4項本文

の介護納付金課税額からオ及びカに掲

げる額を減額して得た額(当該減額し

て得た額が170,000円を超える場合に

は、170,000円)の合算額とする。 

(1)～(3)   （略） (1)～(3)   （略） 

2   （略） 2   （略） 

附 則 附 則 

(公的年金等に係る所得に係る国民健

康保険税の課税の特例) 

(公的年金等に係る所得に係る国民健

康保険税の課税の特例) 

3 当分の間、世帯主又はその世帯に属す

る国民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が、前年中に所得税

法第35条第3項に規定する公的年金等

に係る所得について同条第4項に規定

する公的年金等控除額(年齢65歳以上

の者に係るものに限る。)の控除を受け

た場合における第12条第1項の規定の

適用については、同項中「法第703条の

5第1項に規定する総所得金額及び山林

所得金額」とあるのは「法第703条の5

第1項に規定する総所得金額(所得税法

第35条第3項に規定する公的年金等に

係る所得については、同条第2項第1号

の規定によって計算した金額から150,

000円を控除した金額によるものとす

る。)及び山林所得金額」と、「1,100,0

3 当分の間、世帯主又はその世帯に属す

る国民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が、前年中に所得税

法第35条第3項に規定する公的年金等

に係る所得について同条第4項に規定

する公的年金等控除額(年齢65歳以上

の者に係るものに限る。)の控除を受け

た場合における第12条第1項の規定の

適用については、同条中「法第703条の

5第1項に規定する総所得金額及び山林

所得金額」とあるのは「法第703条の5

第1項に規定する総所得金額(所得税法

第35条第3項に規定する公的年金等に

係る所得については、同条第2項第1号

の規定によって計算した金額から150,

000円を控除した金額によるものとす

る。)及び山林所得金額」と、「1,100,0
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新 旧 

00円」とあるのは「1,250,000円」とす

る。 

00円」とあるのは「1,250,000円」とす

る。 
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（参 考） 
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令和４年議案第４６号 

都市構造再編集中支援事業 布袋駅西駅前広場・布袋駅線整備工事請負契約の

締結について 

 令和４年５月１２日一般競争入札に付した都市構造再編集中支援事業 布袋駅西駅

前広場・布袋駅線整備工事について、下記のとおり契約を締結するため、江南市議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第１３

号）第２条の規定に基づき、議会の議決を求める。 

  令和４年６月９日提出 

江南市長  澤田 和延

記 

１ 契約の目的 都市構造再編集中支援事業 

布袋駅西駅前広場・布袋駅線整備工事 

２ 契約の方法 一般競争入札 

３ 契 約 金 額 金 １６７，６４０，０００円 

４ 契約の相手方 江南市草井町宮東２６９番地 

株式会社林本建設 

代表取締役 林本 圭司 

提案理由 

 この案を提出するのは、都市構造再編集中支援事業 布袋駅西駅前広場・布袋駅線

整備工事を施工するため、必要があるからであります。 
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（参 考） 
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令和４年議案第４７号 

令和４年度江南市一般会計補正予算（第４号） 

 令和４年度江南市の一般会計の補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 193,583千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ 33,502,354千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入 

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（地方債の補正） 

第２条 既定の地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

令和４年６月９日提出 

江南市長  澤田 和延 
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出

,533 △5,556

予

1,322,977

算

4 国 庫 交

補

付 金 320,761 1

正

0,385 331,1

歳

46

　

16 県 支 出 金 2

入

,260,068 400 2,260,468

2 県 補 助 金 691,282 400 691,682

19 繰 入 金 1,770,628 180,354 1,950,982

款

1 基 金

項

繰 入 金 1,770,6

補

28 180,354 1

正

,950,982

第

前

2

の

2 市 債 2,876,8

額

00 8,000 2,8

補

84,800

　

1 市 債 2,87

正

6,800 8,000

　

2,884,800

額

歳　　入　

計

　合　　計 33,30

千

8,771 193,5

１

円

83 33,502,3

千

54

歳　出

円

款 項 補正前の

千

額 補 正　額 計

千円 千

円

円 千円

2 総 務 費 6,094,500 792 6,095,292

1 総 務 管 理 費 5,376,490 792

表

5,377,282

1

3 民 生 費 13,797

5

,323 4,013 1

国

3,801,336

庫

2 児 童 福

支

祉 費 5,528,34

出

2 4,013 5,53

金

2,355

4

4 衛 生 費

　

,

3,486,545 1

8

46,817 3,63

9

3,362

8

1 保 健 衛 生 費 1,

,

787,766 146

8

,817 1,934,

9

583

4

7 商 工 費 53

4

1,844 28,93

,

7 560,781

歳

8

1 商 工 費 5

2

31,844 28,9

9

37 560,781

4,

8 土 木 費 2,492,

9

888 4,972 2,

0

497,860

3

2 道 路 橋 り ょ

,

う 費 491,913 4

7

91,913

入

2

4 都 市 計 画 費 1

3

,108,938 4,972 1,113,910

10 教 育 費 2,665,582 8,052 2,673,634

5 保 健 体 育 費 932,19

2

9 8,052 940,

歳

国

251

歳

庫

　　出　　合　　計 3

補

3,308,771 1

助

93,583 33,5

金

02,354

1,328
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第２表 地方債補正 

   ［単位：千円］ 

起 債 の 目 的        

補  正  前 補 正   後 

限 度 額     

起債 

の 

方法 

利率 

償還 

の 

方法 

限 度 額     

起債 

の 

方法 

利率 

償還 

の 

方法 

橋りょう長寿命化事業 5,200 

普通 

貸借 

又は 

証券 

発行 

4.0%以内 

(ただし、

利 率 見 直

し 方 式 で

借 り 入 れ

る 政 府 資

金 及 び 地

方 公 共 団

体 金 融 機

構 資 金 に

ついて、利

率 の 見 直

し を 行 っ

た 後 に お

いては、当

該 利 率 見

直 し 後 の

利率) 

借 入 れ

の 日 か ら

据 置 期 間

を 含 め て

30 年以内

償還。ただ

し、市財政

の 都 合 に

よ り 据 置

期 間 及 び

償 還 期 限

を短縮し、

又 は 繰 上

償 還 も し

く は 低 利

に 借 換 え

す る こ と

ができる。 

3,600 

補正 

前に 

同じ 

補正 

前に 

同じ 

補正 

前に 

同じ 

道 路 改 良 事 業 5,500 6,700 

街 路 改 良 事 業 160,300 168,700 

計 2,876,800 2,884,800 

- 59 -



,894 4,829 4,903,723

款

16 県 支 出 金

補

2,260,068 4

正

00 2,260,46

前

8

19 繰

の

入 金 1,770,62

予

8 180,354 1,

算

950,982

額

22 市 債 2,8

補

76,800 8,00

正

0 2,884,800

予

歳 入 合

算

計 33,308,77

額

1 193,583 33

計

,502,354

千円 千円 千円

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

１　総括
（歳  入）

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

１　総括
（歳  入）

15 国 庫 支 出 金 4,898

6,094,500 792 6,095,292

3 民 生 費 13,797,323 4,013 13,801,336

4 衛 生 費 3,486,545

（歳 

146,817 3,633,362

7 商 工 費 531,844 28,937 560,781

8 土 木 費 2,492,888 4,972 2,497,860

10 教 育 費 2,665,582 8,052 2,673,634

合歳 出 計 33

 出

,308,771 19

款

3,583 33,50

補

2,354

正前の予算額 補

）

正予算額 計

千円 千円 千円

費務2 総
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792

4,013

400 146,417

補 正 予 算

28,937

額 の 財 源

4,82

内

9 8,000 △7,8

訳

57

特 定 財 源

8,052

一 般 財 源

5,229 8,000 180,354

国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

千円 千円 千円 千円
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２ 

額

22 市債 2,876,800 8,000 2,884,800

1 市債 2,876,800 8,000 2,884,800

4 土木債 187,200 8,000 195,200

15 国庫支出金 4

計

,

33,308,771

8

193,583 33,

9

502,354

１５款

8

  国庫支出金１５款

,

  国庫支出金 １６款

8

  県支出金１５款 

9

 国庫支出金 １６款 

4

 県支出金 １９款  

4

繰入金
２２款  市債

,829 4,903,723

2 国庫補助金 1,3

 

28,533 △5,556 1,322,977

4 土木費国庫

科

補助金 169,962

 

△5,556 164,406

歳

   目 補  正

4 国庫交付金 32

 

0,761 10,38

 

5 331,146

 

前  の

3 土木費交付金 29

補

,097 10,385

 

39,482

     正

計

16 県支出金 2,260,068 400 2,260,468

2 県補助金 691,282 400 691,682

3 衛生費県補助金 15,

 

089 400 15,489

款 項 目 予

入

  

19 繰入金 1,770,6

 

28 180,354 1

算

,950,982

    

1 基金繰入金 1,7

額

70,628 180,

予

354 1,950,9

 

82

   

1 基金繰入

算

金 1,770,628

 

180,354 1,950,982
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繰 入 金 江南市

区

財政調整基金繰入金

分 金 額

［単位：千円］　

1道 路 △1,600  [土木課] 
橋 り ょ う 債 橋りょう長寿命化事業債

2都 市 計 画 債 9,600  [都市整備課] 
道路改良事業債 1,200
街路改良事業債 8,400

1道 路 △5,556  [土木課] 
橋 り ょ う 費 道路更新防災等対策事業費補助金
補 助 金

2都 市 計 画 費 10,385  [都市整備課] 
交 付 金 社会資本整備総合交付金（道路事業） 1,020

社会資本整備総合交付金（街路事業） 9,365

節

説 

1保 健 衛 生 費 400  [健康づくり課] 

　

補 助 金 がん患者ア

明

ピアランスケア支援事業費補助金
  800,000円×1/2

1基 金 180,354  [財政課] 

- 63 -



- 64 -



- 65 -



- 66 -



- 67 -



- 68 -



- 69 -



- 70 -



- 71 -



- 72 -



- 73 -



- 74 -



- 75 -



- 76 -



令和４年議案第４８号

第１条　令和４年度江南市水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第２条　令和４年度江南市水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を

　次のとおり補正する。

（計）

 第１款  水道事業収益 1,685,333 千円 320 千円 1,685,653 千円

 第２項   営業外収益 152,127 千円 320 千円 152,447 千円

 第１款  水道事業費用 1,355,143 千円 3,520 千円 1,358,663 千円

 第１項  営 業 費 用 1,333,668 千円 3,520 千円 1,337,188 千円

 令和４年６月９日提出　

江南市長　　澤田　和延 

　　（科　　　目） （既決予定額） （補正予定額）

令和４年度江南市水道事業会計補正予算（第１号）

（総則）

収　　　　入　　

支　　　　出　　
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　　　令和４年度江南市水道事業会計補正予算実施計画

　　　    収　益　的　収　入　及　び　支　出
収　　　入

[単位：千円]   

補 正 前 の 額 補 正 額 計

1 水道事業
収 益

1,685,333 320 1,685,653

2 営業外収益 152,127 320 152,447

4
消費税及び地方消費税
還 付 金

14,906 320 15,226

支　　　出
[単位：千円]   

補 正 前 の 額 補 正 額 計

1,355,143 3,520 1,358,663

1 営 業 費 用 1,333,668 3,520 1,337,188

1 原 水 及 び 浄 水 費 546,166 3,520 549,686

款 項 目

1 水道事業
費 用

目款 項
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[単位：千円]
１ 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 240,669

減価償却費 468,754

固定資産除却費 22,600

引当金の増減額（△は減少） △ 2,203

長期前受金戻入額 △ 129,440

 受取利息及び受取配当金 △ 7

支払利息 20,173

未収金の増減額（△は増加） △ 13,265

たな卸資産の増減額（△は増加） △ 2,234

未払金の増減額（△は減少） 8,388

小計 613,435

利息及び配当金の受取額 7

利息の支払額 △ 20,173

業務活動によるキャッシュ・フロー 593,269

２ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △ 757,555

有形固定資産の売却による収入 2

分担金及び負担金による収入 154,788

補助金等による収入 66,510

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 536,255

３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 150,000

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 109,773

財務活動によるキャッシュ・フロー 40,227

資金増加額（又は減少額） 97,241

資金期首残高 1,087,556

資金期末残高 1,184,797

令和４年度江南市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで)
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 [単位：千円]

１ 　固　定　資　産

(1)有形固定資産

イ 土地 240,387

ロ 建物 358,856

減価償却累計額 △ 184,310 174,546

  ハ 構築物 20,732,870

減価償却累計額 △ 10,358,992 10,373,878

ニ 機械及び装置 2,203,087

減価償却累計額 △ 1,438,741 764,346

ホ 車両運搬具 12,295

減価償却累計額 △ 11,170 1,125

ヘ 工具器具及び備品 10,294

減価償却累計額 △ 9,539 755

ト 建設仮勘定 88,030

有形固定資産合計 11,643,067

(2)無形固定資産

 電話加入権 1,392

無形固定資産合計 1,392

 固定資産合計 11,644,459

２ 　流　動　資　産

(1)現金預金 1,184,797

(2)未収金 　 299,180

貸倒引当金 △ 500 298,680

(3)貯蔵品 1,508

流動資産合計 1,484,985

資産合計 13,129,444

令 和 ４ 年 度 江 南 市 水 道 事 業 予 定 貸 借 対 照 表

(令和５年３月３１日)

資      産      の      部
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３ 　固　定　負　債

企業債

1,495,069

1,495,069

固定負債合計 1,495,069

４ 　流　動　負　債

(1)企業債

102,175

102,175

(2)未払金 500,164

(3)引当金

賞与引当金 9,537

引当金合計 9,537

(4)預り金 1,697

(5)その他流動負債 2,000

流動負債合計 615,573

５ 　繰　延　収　益

長期前受金 6,353,135

長期前受金収益化累計額 △ 2,955,891

繰延収益合計 3,397,244

負債合計 5,507,886

６ 　資　本　金

イ 固有資本金 19,946

ロ 出資金 1,182,247

ハ 組入資本金 5,395,612

資本金合計 6,597,805

７ 　剰　余　金

(1)資本剰余金

イ 負担金 196,744

ロ 受贈財産評価額 50,749

ハ 分担金 110,793

資本剰余金合計 358,286

(2)利益剰余金

当年度未処分利益剰余金 665,467

利益剰余金合計 665,467

剰余金合計 1,023,753

資本合計 7,621,558

負債資本合計 13,129,444

建設改良費等の財源に
充てるための企業債

企業債合計

資      本      の      部

負      債      の      部

建設改良費等の財源に
充てるための企業債

企業債合計
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　収　　入
１款　　水道事業収益

款 項 目 金 額

1　水道事業収益 1,685,333 320  1,685,653

2　営業外収益 152,127 320 152,447

4　消費税及び 14,906 320 15,226 1 消 費 税 及 び 320

　  地方消費税還付金 地 方 消 費 税

　 還 付 金

　支　　出
１款　　水道事業費用

款 項 目 金 額

1　水道事業費用 1,355,143 3,520  1,358,663

1　営業費用 1,333,668 3,520 1,337,188

1　原水及び浄水費 546,166 3,520 549,686 20 修 繕 費 3,520

科 目
補正前の額 補 正 額 計

節

補正前の額 補 正 額 計

区 分

令 和 ４ 年 度 江 南 市 水 道 事業 会計 補正 予算 事項 別明 細書
収 益 的 収 入 及 び 支 出

科 目

区 分

節
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消費税及び地方消費税還付金

１－１－１　原水及び浄水費

〔施設維持管理事業〕 3,520

・取水・配水施設維持管理事業

修繕費

後飛保配水場直流電源盤修繕 後飛保配水場直流電源盤の修繕

[単位：千円]

説  　　　　　　　　　　　　　　　　   明

[単位：千円]

説  　　　　　　　　　　　　　　　　   明

20

事　　　　　　　　　　業 備　　　　　　　　　　考
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令和４年報告第２号 

 

   損害賠償の和解及び額を定めることについての専決処分について 

 

 市において損害賠償義務が発生したので、その和解及び額を定めることについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づき、議会の権

限に属する事項中市長の専決処分事項として別紙のとおり専決処分したので、同条第

２項の規定により報告する。 

 

  令和４年６月９日提出 

 

江南市長  澤田 和延    
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令和４年専決第３号 

 

専決処分書 

 

 損害賠償義務が発生したので、その和解及び額を定めることについて、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づき、議会の権限に属する

事項中市長の専決処分事項として、次のとおり専決処分する。 

 

  令和４年５月２０日 

 

江南市長  澤田 和延    

 

１ 事故発生日時   令和３年８月１８日（水） 

           午前９時５０分ごろ 

 

２ 事故発生場所   江南市上奈良町神明４６番地２ 

 

３ 市 側   税務課 職員 

 

４ 相 手 方   市内在住 男性 

 

５ 事 故 の 概 要   訪問先の敷地内の駐車場から左折して道路に出ようとした際

に、相手方のブロック塀を巻き込み、ブロック塀の一部を損

壊させたもの。 

 

６ 双方の損害額   江南市  金 １９，５３６円 

           相手方  金 ９３，５００円 

 

７ 過 失 割 合   江南市       １００％ 

           相手方         ０％ 

 

８ 損 害 賠 償 額   修繕費  金 ９３，５００円 
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（参 考）  

事故現場説明図（江南市上奈良町神明４６番地２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブロック塀 相手方住宅 

住宅 

住宅 

公用車 
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令和４年報告第３号 

 

   損害賠償の和解及び額を定めることについての専決処分について 

 

 市において損害賠償義務が発生したので、その和解及び額を定めることについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づき、議会の権

限に属する事項中市長の専決処分事項として別紙のとおり専決処分したので、同条第

２項の規定により報告する。 

 

  令和４年６月９日提出 

 

江南市長  澤田 和延    
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令和４年専決第２号 

 

専決処分書 

 

 損害賠償義務が発生したので、その和解及び額を定めることについて、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づき、議会の権限に属する

事項中市長の専決処分事項として、次のとおり専決処分する。 

 

  令和４年５月１０日 

 

江南市長  澤田 和延    

 

１ 事故発生日時   令和４年２月２２日（火） 

           午前８時２０分ごろ 

 

２ 事故発生場所   江南市宮田町菖蒲池地内 県道１８３号線浅井犬山線 

 

３ 市    側   生涯学習課 

 

４ 相 手 方   市外在住 女性 

 

５ 事故の概要   県道１８３号線浅井犬山線を走行中のトラックが同道路の堤

防に植栽されているサクラの枝に接触した。その際、折れた

サクラの枝が対向車線を走行中の相手方の車両に接触し右フ

ロントからリヤ部分が損傷したもの。 

 

６ 双方の損害額   江南市  金       ０円 

           相手方  金 ２８３，２８０円 

 

７ 過 失 割 合   江南市  金     １００％ 

           相手方  金       ０％ 

 

８ 損害賠償額   修繕費  金 ２８３，２８０円 
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（参 考） 

事故現場説明図（江南市宮田町菖蒲池地内 県道１８３号線浅井犬山線） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相手車両 

トラック 

 

サ ク

ラ 

サクラの枝 
サクラ 
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令和４年報告第４号 

令和３年度江南市水道事業会計継続費繰越計算書について 

 地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第１８条の２第１項の規定に

基づき、別紙のとおり報告する。 

令和４年６月９日提出 

江南市長  澤田 和延 
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（単位：円）
翌 年 度 逓 次
繰 越 額 に 係 る
財 源 内 訳
過年度損益勘定

留 保 資 金

 １  １

令 和 ３ 年 度 江 南 市 水 道 事 業 会 計 継 続 費 繰 越 計 算 書

款 項 事 業 名 継続費の総額

令和３年度継続費予算現額
支払義務
発　　生
(見込)額

残   額
翌　年　度
逓次繰越額

翌年度逓次繰越
額に係る繰越を
要するたな卸資
産の購入限度額

資本的
支　出

建　設
改良費

予算計上額
前年度
逓　次
繰越額

計

基 幹 管 路
更新工事事業

513,590,000 294,974,000 0 294,974,000 270,062,000 24,912,000 24,912,000 24,912,000 0

24,912,000 24,912,000 24,912,000 0合      計 513,590,000 294,974,000 0 294,974,000 270,062,000
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（参考）
令和３年度江南市水道事業会計継続費繰越計算書明細表

（単位：円）

逓次繰越額

工事請負費 294,974,000 270,062,000 270,062,000 24,912,000

１ １
計 294,974,000 270,062,000 270,062,000 24,912,000

工事請負費 218,616,000 24,912,000 194,732,000

計 218,616,000 24,912,000 194,732,000

513,590,000 464,794,000

当該年度執行額 翌年度繰越額

計

513,590,000 464,794,000合　　　　　　計

令
和
３
年
度

令
和
４
年
度

基 幹 管 路
更新工事事業

契約額等款 項 事 業 名 継 続 費 予 算 現 額

資 本 的
支 出

建 設
改 良 費
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令和４年報告第５号 

令和３年度江南市一般会計繰越明許費繰越計算書について 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定に基づき、

別紙のとおり報告する。 

令和４年６月９日提出 

江南市長  澤田 和延 
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（単位：円）

翌  年  度

款 項 事     業     名 金　　額 既   収   入 未   収   入

繰  越  額 特  定  財  源 特  定  財  源

国 地
367,370,000 220,174,900 71,770,000 133,400,000 8,515,600

そ
6,489,300

国
6,732,000 6,732,000 6,732,000

県
21,917,000 21,917,000 21,917,000

国
68,752,000 8,251,000 8,251,000

139,251,000 11,426,045 11,426,045

国
1,093,237,000 410,435,143 410,435,143

     令 和 ３ 年 度 江 南 市 一 般 会 計 繰 越 明 許 費 繰 越 計 算 書

一 般 財 源

住民税非課税世帯等に対する臨時特別
給付金支給事業

３
生活保護費

子育て世帯への臨時特別給付金支給事業
（単市分）

１
社会福祉費

左    の    財    源    内    訳

１
総務管理費

子育て世帯への臨時特別給付金支給事業

住民基本台帳システム改修事業

２
総務費

３
民生費

２
児童福祉費

布袋駅東複合公共施設整備事業

介護施設等整備費補助事業

３
戸籍住民基本
台帳費
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翌  年  度

款 項 事     業     名 金　　額 既   収   入 未   収   入

繰  越  額 特  定  財  源 特  定  財  源
一 般 財 源

左    の    財    源    内    訳

県
292,000 217,000 217,000

国
16,492,000 16,491,079 4,949,000 7,142,079

地
4,400,000

国
144,465,000 144,465,000 22,401,000 110,464,000

地
11,600,000

国
18,994,000 18,992,791 4,223,000 10,969,791

地
3,800,000

              合　　　　　　　　計 1,877,502,000 859,101,958 78,259,300 632,325,143 148,517,515

交通結節点整備事業（布袋駅東地区）

農地転用等審査事業

都市計画道路整備事業（江南通線）

８
土木費

４
都市計画費

６
農林水
産業費

１
農業費

布袋駅付近鉄道高架化整備事業
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（参考）
令和３年度江南市一般会計繰越明許費繰越計算書明細表

（単位：円）

当 該 年 度 繰越明許費
執  行  額 予  算  額

工事請負費 935,175,000 935,174,900 715,000,000 367,370,000 220,174,900

計 935,175,000 935,174,900 715,000,000 367,370,000 220,174,900

委託料 6,732,000 6,732,000 0 6,732,000 6,732,000

計 6,732,000 6,732,000 0 6,732,000 6,732,000

負担金、補助及び交付金 21,917,000 21,917,000 0 21,917,000 21,917,000

計 21,917,000 21,917,000 0 21,917,000 21,917,000

職員手当等 359,000 353,325 325,325 52,000 28,000

役務費 2,610,000 2,253,864 2,230,864 400,000 23,000

負担金、補助及び交付金 1,495,100,000 1,473,900,000 1,465,700,000 68,300,000 8,200,000

計 1,498,069,000 1,476,507,189 1,468,256,189 68,752,000 8,251,000

需用費 97,000 97,000 70,391 97,000 26,609

役務費 188,000 188,000 88,564 167,000 99,436

委託料 1,287,000 1,287,000 1,287,000 1,287,000 0

負担金、補助及び交付金 156,800,000 156,800,000 145,500,000 137,700,000 11,300,000

計 158,372,000 158,372,000 146,945,955 139,251,000 11,426,045

職員手当等 3,946,000 3,946,000 824,104 3,946,000 3,121,896

報償費 222,000 222,000 25,200 222,000 196,800

旅費 13,000 13,000 0 13,000 13,000

需用費 1,706,000 1,702,030 1,166,810 1,706,000 535,220

役務費 24,707,000 24,707,000 6,238,273 24,707,000 18,468,727

委託料 11,242,000 9,334,600 9,334,600 11,242,000 0

使用料及び賃借料 1,401,000 1,401,000 401,500 1,401,000 999,500

負担金、補助及び交付金 1,050,000,000 1,050,000,000 662,900,000 1,050,000,000 387,100,000

計 1,093,237,000 1,091,325,630 680,890,487 1,093,237,000 410,435,143

３　民生費

１　社会福祉費

３　戸籍住民基本
　　台帳費

３　生活保護費
住民税非課税世帯等に対する臨時特別
給付金支給事業

２　児童福祉費

子育て世帯への臨時特別給付金支給事業

事 業 名

１　総務管理費 布袋駅東複合公共施設整備事業

住民基本台帳システム改修事業

款

２　総務費

歳 出 予 算 額 契約額等

子育て世帯への臨時特別給付金支給事業
（単市分）

翌年度繰越額

介護施設等整備費補助事業

項
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当 該 年 度 繰越明許費
執  行  額 予  算  額

事 業 名款 歳 出 予 算 額 契約額等 翌年度繰越額項

備品購入費 292,000 217,000 0 292,000 217,000

計 292,000 217,000 0 292,000 217,000

公有財産購入費 10,876,000 10,874,268 0 10,875,000 10,874,268

補償、補填及び賠償金 23,387,000 23,386,935 17,770,124 5,617,000 5,616,811

計 34,263,000 34,261,203 17,770,124 16,492,000 16,491,079

工事請負費 229,375,000 229,375,000 84,910,000 144,465,000 144,465,000

計 229,375,000 229,375,000 84,910,000 144,465,000 144,465,000

公有財産購入費 15,030,000 14,739,120 7,329,960 7,410,000 7,409,160

補償、補填及び賠償金 43,582,000 43,581,189 31,997,558 11,584,000 11,583,631

計 58,612,000 58,320,309 39,327,518 18,994,000 18,992,791

都市計画道路整備事業（江南通線）

６　農林水
　　産業費

１　農業費 農地転用等審査事業

８　土木費 ４　都市計画費

3,153,100,273 1,877,502,000

交通結節点整備事業（布袋駅東地区）

布袋駅付近鉄道高架化整備事業

859,101,958合　　　　　　計 4,036,044,000 4,012,202,231
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令和４年報告第６号 

令和３年度江南市下水道事業会計予算繰越計算書について 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定に基づき、別

紙のとおり報告する。 

令和４年６月９日提出 

江南市長  澤田 和延 
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　地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

企業債 国庫支出金 工事負担金

円 円 円 円 円 円 円 円

5,525,000 0 5,525,000 0 0 5,525,000 0 0

（注）翌年度繰越額には、消費税及び地方消費税を含む。

令 和 ３ 年 度 江 南 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算 繰 越 計 算 書

款 項 事  業  名 予算計上額
支払義務
発 生 額

翌 年 度
繰 越 額

左の財源内訳
不 用 額

翌年度繰越額に
係る繰越を要す
るたな卸資産の
購 入 限 度 額

説     明

1 資本的支出 1 建設改良費

マンホールポン
プ場電気設備更
新工事費（単市
事業）

年度内に工事を完了す
ることができなかった
ため。
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令和４年報告第７号 

令和３年度江南市一般会計事故繰越し繰越計算書について 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５０条第３項の規定に基づき、

別紙のとおり報告する。 

令和４年６月９日提出 

江南市長  澤田 和延 
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(単位：円)

33,495,000 33,495,000 33,495,000 33,495,000

受託業者従業員の複数人が新型コロ
ナウイルスに感染したことにより、
年度内の完了が困難となったため。

合　　　　　　計

９
消防費

１
消防費

はしご自動車オーバーホール事業 33,495,000

支出済額 支出未済額
既 収 入
特 定 財 源

未 収 入
特 定 財 源

一 般 財 源

33,495,000 33,495,000 33,495,000

令 和 ３ 年 度 江 南 市 一 般 会 計 事 故 繰 越 し 繰 越 計 算 書

款 項 事　　業　　名
支 出 負 担
行 為 額

左　の　内　訳

支 出 負 担
行為予定額

翌　年　度
繰　越　額

左　の　財　源　内　訳

説　明
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（参考）

令和３年度江南市一般会計事故繰越し繰越計算書明細表

（単位：円）

当 該 年 度
執  行  額

委託料 33,544,000 33,495,000 0 33,495,000

計 33,544,000 33,495,000 0 33,495,000

33,544,000 33,495,000 0 33,495,000合　　　　　　計

翌年度繰越額

９
消防費

１
消防費

はしご自動車オーバーホール事業

款 項 事 業 名 歳 出 予 算 額 契約額等
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令和４年報告第８号 

 

   令和４年度江南市土地開発公社の経営状況について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定に基づき、別

紙のとおり報告する。 

 

  令和４年６月９日提出 

 

江南市長  澤田 和延    
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　（総則）

第１条  令和４年度江南市土地開発公社の予算は、次に定めるところによる。

　（収益的収入及び支出）

第２条  収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

  収　入

　第１款  事業収益 131 千円

　  第１項  附帯等事業収益　　 131 千円

　第２款  事業外収益 21 千円

　  第１項  受取利息　　　　　 1 千円

　  第２項  有価証券利息　　　　　 20 千円

  支　出　

　第１款  販売費及び一般管理費 105 千円

　  第１項  販売費及び一般管理費 105 千円

令和４年度江南市土地開発公社予算

令 和 ４ 年 度 江 南 市 土 地 開 発 公 社 予 算 書
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収  入 （単位：千円）

款 項 目 予 定 額

１．事業収益 131

１．附帯等事業収益 131

１．保有土地賃貸等収益 131

２．事業外収益 21

１．受取利息 1

１．受取利息 1

２．有価証券利息 20

１．有価証券利息 20

支  出

款 項 目 予 定 額

105

105

１．経費 105

１．販売費及び
　　一般管理費

令和４年度江南市土地開発公社予算実施計画書

収益的収入及び支出

１．販売費及び
　　一般管理費
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（単位：千円）

１．事業収益　
（１）附帯等事業収益 163 163

２．販売費及び一般管理費
（１）販売費及び一般管理費 88 88

（事業利益） 75

３．事業外収益
（１）受取利息 1
（２）有価証券利息 20 20

  当期純利益 95

 （単位：千円）

　（資産の部）
１．流動資産

（１）現金預金
（２）公有用地
（３）代替地

流動資産合計
２．固定資産

（１）投資有価証券
固定資産合計
資産合計

　（負債の部）
１．流動負債

（１）短期借入金
流動負債合計

２．固定負債
（１）長期借入金 811,779

固定負債合計 811,779
負債合計

　（資本の部）
１．資本金

（１）基本財産
資本金合計

２．準備金
（１）前期繰越準備金
（２）当期純利益

準備金合計
資本合計
負債・資本合計 823,800

95

10,000

2,021
12,021

0

811,779

10,000

1,926

10,000

0

813,800

10,000
823,800

85,985

941
726,874

令和３年度江南市土地開発公社予定損益計算書

令和３年度江南市土地開発公社予定貸借対照表

（令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで）

（令和４年３月３１日）
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（単位：千円）

（資産の部）

１．流動資産

  （１）現金預金 988

  （２）公有用地 726,874

（３）代替地 85,985

　　流動資産合計

２．固定資産

  （１）投資有価証券 10,000

　　固定資産合計

　　資産合計

（負債の部）

１．流動負債

  （１）短期借入金 0

　　流動負債合計

２．固定負債

  （１）長期借入金 811,779

　　固定負債合計

　　負債合計

（資本の部）

１．資本金　

  （１）基本財産 10,000

　　資本金合計

２．準備金

  （１）前期繰越準備金 2,021

  （２）当期純利益 47

　　準備金合計

　　資本合計

　　負債・資本合計

　直接費

（１）支払利息　 千円

計 千円

当年度公有地取得原価 千円

前年度末未処分用地 千円

当年度用地売却原価 千円

当年度末未処分用地 千円

（令和５年３月３１日）

（令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで）

0

令和４年度江南市土地開発公社予定公有用地等取得原価計算書

813,847

10,000

823,847

0

811,779

811,779

令和４年度江南市土地開発公社予定貸借対照表

812,859

12,068

0

0

0

10,000

823,847

812,859

2,068
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収　入

　第１款  事業収益

　　第１項  附帯等事業収益 （単位：千円）

区 分 金 額
１．保有土地賃貸 131 163 △ 32 １．土地貸付 131 電柱　1,600円×1本

　　等収益 　　収益

       99,189円　(515㎡)

       30,493円　(235㎡)

　第２款  事業外収益

　　第１項  受取利息　　　　 （単位：千円）

区 分 金 額
１．受取利息 1 1 0 １．受取利息 1 普通預金利子

　　第２項  有価証券利息 （単位：千円）

区 分 金 額
１．有価証券利息 20 20 0 １．有価証券 20

    利息

支　出　

　第１款  販売費及び一般管理費

　　第１項  販売費及び一般管理費 （単位：千円）

区 分 金 額
１．経費　　 105 110 △ 5 １．報酬　　 18 監事報酬　 5,700円×3回

８．旅費 6 普通旅費

10．需用費 10 消耗品費 5

印刷製本費 5

26．公租公課 71 法人県民税均等割 21

法人市民税均等割 50

令和４年度江南市土地開発公社予算細目説明書

収益的収入及び支出

岡山県平成28年度第2回公募
公債利息（R9.3.31満期）

目 本年度 前年度

比 較

目 本年度 前年度 比 較

砕石・砂利プラント及び陸
砂利原石堆積場

節

目 本年度 前年度
節

説 明

説 明

説 明

説 明

比 較
節

目 本年度 前年度 比 較
節
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（単位：千円）

区 分 前年度決算見込額 当年度予定額 増 減

 受 入 資 金
1,029 1,093 64

    公有地取得事業収益
　 0 0 0

　　附帯等事業収益
163 131 △ 32

　　事業外収益
20 21 1

　　借入金
0 0 0

　　前年度繰越金
846 941 95

 支 払 資 金
88 105 17

　　販売費及び一般管理費
88 105 17

　　公有地取得事業費　
0 0 0

　　借入金償還金
0 0 0

 差   　　引
941 988 47

令和４年度江南市土地開発公社資金計画書
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